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〇開  議 

   午前９時開議 

◇議長（浅見武志君） ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                      ◇                   

〇日程第１ 一般質問 

◇議長（浅見武志君） 日程第１、一般質問を行います。 

 きのうに続き、一般質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 初めに、７番備前島久仁子議員の発言を許します。 

              〔７番 備前島久仁子君登壇〕 

◇７番（備前島久仁子君） おはようございます。議席番号７番備前島久仁子でございます。傍聴の

皆様は、早朝よりありがとうございます。 

 ２４年９月議会で、私が農薬の空中散布を早期に中止すべきという一般質問をしました。そのとき

の町長の答弁に大変不適切な発言があったと、昨日謝罪と取り消しを求める発言がありました。大変

遺憾で残念に思います。この議場は、庁内で一番神聖な場所であり、町の予算も条例もここで議決さ

れます。ここでの一問一答には、誠心誠意その言葉に心を込めなければならないと思っております。

いっときのその場しのぎの言葉は、それを聞く人から波紋が広がっていきます。議事録に永久に保存

される議会の答弁は、よくよくその質問者の心に沿い、理解しようと努め、慎重になされるよう強く

願います。 

 さて、昨日の一般質問では、高崎市のインターチェンジ周辺開発事業と町の直売所に関する質問が

取り上げられておりました。今建設中の高崎市側のインターと予定されている物産館周辺には、私の

実家があります。ここ玉村町にいるとわかりませんが、次々に整備される事業に、実家へ行くたびに

驚くばかりであります。高崎市議会議員でもあり、高工団の議会議長をしているおじがいるので、昨

日話をしましたが、６０ヘクタールの工業団地、３階建ての物産館、バスターミナル、そして井野川

の北面にできる公園など、どのように変わっていくのか期待が膨らむばかりであります。隣接する玉

村町は、この機会を大きなチャンスとして、ともに発展するすべを積極的に求めていくべきだと感じ

ます。 

 それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。まず１つ目、２５年度の施政方針に

ついて。広域幹線道路の開通とスマートインターチェンジの完成と、町を取り巻く環境が大きく変わ

る年でもあります。また、前橋みなみモールの影響などを含めると、かつてない人口の流動、集積が

図られるときではないかと期待が膨らみます。そこで、町では都市再生整備計画を策定し、定住環境

が備わったまちづくりを進める方針でありますが、この概要を伺います。また、町営住宅整備も都市



－154－ 

再生整備計画に組み入れ、住宅環境の整備に努めるべきではないかと考えますが、その意向を伺いま

す。 

 ２つ目、住民活動サポートセンターぱるの民営化に至る過程（プロセス）と、今後の取り組みを伺

います。 

 ３つ目、玉村町総合計画の施策、男女共同参画社会の実現において女性委員の比率を平成２７年度

には３０％を目標に設置しておりますが、総委員会に占める女性の割合は１９．６％であります。ま

た、課長と室長職のポスト２１に対して女性職員は１人と、まだまだ女性の登用が少ない状況にあり

ます。今まで登用が進んでいなかった原因はどこにあると考えますか、今後は積極的に登用を図って

いくと１２月の議会答弁にありましたが、それには職員の意識改革も重要かと思います。どう啓発し

ていくのでしょうか、伺います。 

 以上で１度目の質問を終わりにいたします。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） おはようございます。７番備前島久仁子議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、平成２５年度施政方針についてでございます。都市再生整備計画を策定し、定住環境

が備わったまちづくりを進めるというこの概要についてお答えいたします。都市再生整備計画は、地

域の特性を生かした個性あるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域

住民の生活の質の向上と地域経済、社会の活性化を図ることを目的に実施されるものであります。こ

の事業は、国土交通省において平成１６年度にまちづくり交付金制度として創設され、平成２２年度

からは社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備事業として位置

づけられたものでございます。 

 今回この交付金を活用することで、文化センター周辺地区で実施を予定している住宅団地の整備を

効率的に向上させるため策定するものであります。事業内容につきましては、現在構想段階でありま

すが、都市計画道路文化センター通り線の整備、地区のシンボルとなるようなコミュニティー道路の

整備、下流区域で雨水がオーバーフローしないように調整池の整備、憩いや交流、防災の観点から公

園の整備の実施などであり、定住促進の効果が発揮できるものは整備費用及び期間などを考慮しなが

ら、できる限り取り入れていきたいと考えております。 

 また、町営住宅整備も都市再生整備計画に組み入れ住宅環境の整備に努めるべきと考えることにつ

きましては、今回のこの計画は本町が人口を減らした大きな要因である住宅を求めて町外へ転出して

しまった人たちに対して、戸建ての住宅地を供給するという定住促進施策の一環として実施するもの

でありますので、賃貸として町民に提供している町営住宅とは、同じ住宅環境施策ではありますが、

趣旨が合致しませんので、この計画に組み入れることは難しいと考えております。町営住宅整備につ

いては、玉村町公営住宅長寿命化計画の中で検討をし、同じく社会資本整備総合交付金事業で考えて
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おりますので、ご理解のほどお願い申し上げます。 

 続きまして、住民活動サポートセンターぱるの民営化について問うとの質問にお答えいたします。

まず、民営化に至るプロセスについて説明をいたします。平成２２年５月にぱるを開設し、平成２５年

３月現在でおよそ３年が経過いたしました。ぱるは、住民活動団体と地域、行政、学校、企業など他

の主体との中間に位置して住民活動団体を支援するという立場ですので、当初から町としては拠点と

なる施設等を町が設置し、住民活動の支援業務を団体に委託するという公設民営を目指してきました。

この支援のあり方や運営の方針を検討して支援業務に反映させるため、ぱるに利用登録している方々

でぱる運営委員会を組織し、延べ１３回の会議を重ねてまいりました。 

 具体的には、ぱるを紹介するパンフレットの内容、住民活動の発表の場となる各種イベントの企画

立案、住民活動に役立つセミナーの内容、ウエルカム交流会ｉｎ玉村や岩倉水辺の森フェスタを初め

とする各実行委員会が主催する事業への支援方法などが話し合われてきました。その話し合いの中で、

支援のしやすさや住民活動を行っている方への親しみやすさなどを勘案すると、町の提案どおり公設

民営が望ましいとの結論を得て、昨年７月の運営委員会から具体的な民営化の手順が議題となりまし

た。 

 まず、民営の方法として支援業務を委託する業務委託と施設の管理も含めた指定管理とが検討され

ましたが、サポート業務へ専念するため業務委託が選択されました。続いて、受託する団体をどう組

織するか、あるいは法人化の必要性について検討されました。その結果、団体については現在町内に

住民活動の中間支援を目的とした団体がありませんので、ぱる登録者の中から新規に団体を組織する

ことと、その団体の非営利性や信頼性、社会性を担保するためにも、ＮＰＯ法人、または一般社団法

人化をすることが必要と判断されたわけでございます。一方のＮＰＯ法人と一般社団法人を比較いた

しますと、どちらも営利を目的としない法人格ですが、ＮＰＯ法人は法律で規定する２０の分野に該

当する活動を行うことが義務づけられます。一方、一般社団法人にはその縛りがありませんので、直

接に特定の活動をするものではなく、間接的に中間支援をするという業務の性格を考慮した結果、一

般社団法人が選択されたという経過でございます。 

 以上を踏まえ、現在では団体の役員の方々を中心に、定款の認証や法人登記など、今年度中の一般

社団法人設立を確実にするために手続を進めているところでございます。さらに、通常の委託契約は

発注者側が定めた契約書と仕様書に従って受託できる業者を選定するのに対し、今回の委託契約では

この業務の背景となる課題を共有した上で、その解決に向けて連携して取り組むことを確認し、契約

書と仕様書に記載する業務内容や町の協力事項も話し合いによって作成するという協働契約の方針を

採用いたしました。 

 次に、今後の取り組みについてご説明いたします。ぱるが目指す住民活動支援のあり方は、住民活

動団体の自立化の促進と、他の主体との協働の推進を２大機能とすることで社団法人とも合意を得て

おります。また、より柔軟かつ活動者本意のサポート体制に資するため、双方で意見交換をした結果、
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試験的に土曜日の午前中にもぱるを開く予定でございます。このほかにも民営化したメリットを最大

限に生かすため、町としてもできるだけの協力をしていく所存でございます。 

 次に、男女共同参画に見る女性管理職登用についてお答えいたします。まず、当役場における状況

といたしましては、備前島議員がご指摘されているとおりまだまだ女性職員の登用が少ない状況であ

ると認識しております。女性の登用が進まなかった要因といたしましては、１２月議会答弁と重複し

ますが、まず過去の一時期に女性職員の採用がなかったことが挙げられます。保育士や幼稚園教諭な

どの専門職を除くと、女性職員は約１０年採用しない時期がありました。また、そろそろ管理職に登

用してもいい時期を迎えたと思ったら退職してしまうケースや、仕事と家庭の両立のため管理職にな

ることを望んでいないように見受けられるところもあります。現実として、女性管理職がいないこと

や、部下を指導する立場になることが不安要素となっており、これらが女性の管理職が少ない要因で

あると考えております。 

 管理職への登用に際しては、女性職員の登用を命題にするのではなく、女性、男性ともに管理職と

しての能力、適正、意欲があるのかという点を重要視していきたいと思います。能力と意欲のある職

員を育てていくには、議員がおっしゃるとおり意識改革が欠かせません。現在手挙げ方式の各種専門

分野での研修では、参加者がほとんど男性職員で占められておりますので、女性職員にも参加を促し

意識を高めていきたいと思います。 

 また、農業や土木の分野、企画や対外折衝部門などにも女性職員の配置を積極的に推進し、多種多

様な経験を積む機会をつくり、能力、そして意欲を向上させてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 自席にて２度目の質問をさせていただきます。 

 都市再生整備計画、文化センターの周辺に住宅団地の構想を持つということであります。高崎駅ま

では１５分足らずでありますし、北に広幹道、文化センター、中央小学校に隣接した中心部でありま

す。また、役場からも徒歩圏内でありますし、非常にこの場所の立地は申し分ない場所だと誰もが思

うわけであります。そして、昨日の答弁の中にも２００戸、５００人から６００人を定住ということ

で計画しているということでありますけれども、ここは区画の販売ではなくて住宅を建てての戸建て

の計画があるのでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 町が戸建てをして売るかというようなご質問でよろしいかと思うの

ですけれども、まず基本的には用地買収を町が全部行って、町といいますか、土地開発公社も含めて

なのですけれども、それを行って造成をしまして、その造成した後をハウスメーカーのほうに転売と
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いいますか、売り渡して、ハウスメーカーのほうが家を建てて土地つきで販売するというような予定

で、今現在では進めております。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） きのうの答弁の中でも、町から転出していく人たちにアンケートをとっ

たところ、やはり住宅事情ですとか適当な土地が見つからなかったので、玉村町に住みたいけれども、

やむなく転出したという答弁がありましたけれども、玉村町から流出していく人たちをとどめておく

定住のためのもの、あとはやはり外から、町外から住宅を求めてくる人も含めなくてはならないと思

いますが、町外から来て住んでもらう人を何割と見ておりますか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 基本的には、ここは定住をしていただくという目的のためにつくる

ものでありますが、ご案内のとおり高崎市、伊勢崎市のほうに大きな工業団地もこれから計画されて

おります。その計画がいつごろまでにできるかというのもありますけれども、一応ここのところにつ

きましては２９年度販売を計画しておりますので、その辺の工業団地等に来られる方々も視野には入

っておりますが、そこを何割というふうな見方は今のところしていなくて、あくまでも玉村町から町

外に出ていく方々を中心に計画のほうを考えました。ただ、転入する人たちがここを買えるか買えな

いかということは、それはそのときの状況で、意欲のある方は買っていただいて住んでいただくとい

うことは当然でありますので、今のところは定住を目的に策定をしているということであります。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） バブル期に建てました清流の杜、あそこもメーカーが販売したのですか

ね、今非常に経済的には厳しい時代に入ってきまして、２００戸というものをメーカーが果たしてそ

れをリスクを負って、そして販売するかということが非常に懸念されるかと思いますが、その辺はど

のように考えていますか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 議員おっしゃるとおり、リスクのほうはあるというふうに思ってお

ります。今現在の経済状況でありますと、どんどん賃金がまだ下がってきている状況であります。い

ろんな経済対策を打って、デフレの克服で賃金を上げていくというような政策に今なっておりますけ

れども、まだまだピーク時よりも賃金のほうが下がっている状態だというふうに認識しておりますの

で、その辺の売り渡しの価格をどのくらいに持っていくかということがやはり大きな問題といいます

か、最終的にはそれがリスクになってくるというふうにも考えておりますので、それをいかにどこま
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で抑えられるかというところが問題になってくると思います。それには、用地買収の単価とか、それ

から造成費用、また建築費用、それから個性のある、要するにパイロット的な住宅を供給したいとい

うことでありますので、その辺にかかわる例えば省エネの太陽光のものとか、太陽光発電のものとか、

そういうものも当然視野に入れていますので、そういう経費もかかっていきますので、それらをいか

に抑えて販売価格を設定するか、設定するというよりも予想するかということだと思います。設定す

るのはハウスメーカーのほうが設定するわけですので、それに合わせてやっぱり用地単価等が非常に

重要な問題になってくるというふうに考えております。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 太田市に城西の杜という、これ区画で７７７区画あるのです。平均の坪

数が約７７坪、７にかけているのかなと思いますけれども、この文化センターの周辺開発地域の約４倍

の広さであります。国の実証実験で、太陽光を乗せた太陽光発電システム実証試験地区に指定されて、

販売が１０年ほど前から始まっております。この住宅の周りにショッピングモール、ＪＡの直売所、

ガソリンスタンド、病院、薬局、全てがそろっているような状態でありまして、ここに行けば、ここ

に住めば生活のほぼ全てが完備されているような城西の杜でありますけれども、ここは公園ですとか

コミュニティー施設などのマスタープランは、５つの大学の研究所のコンペティションを開いて、著

名な若手の小嶋一浩建築家チームがここを設計しております。ぐんま国際アカデミーもこのチームが

設計しているのですけれども、そして太田市土地開発公社が販売しております。住宅は個人が建てる

のですけれども、それぞれの住宅の間隔がすごく広くて、遊歩道があったり、裏の家でも前の家の影

にならないように非常にマスタープランがよくつくられておりまして、ここもほぼ完売という状態で

あるのです。ここも７７７という区画でありますけれども、国が太陽光を乗せてくれるということで

非常に特徴がある、また個性的でもあって完売されているようでありますけれども、これから建て売

り住宅を売るという場合に、先ほども言われましたけれども、個性的である、そして特徴が何かある、

そして若い人がここを買って住む場合に、やはり駅に近いとか環境もいいということのほかに、住宅

としての特性、特徴、そういうものも非常に必要であると思うのです。また、若い人たちが住宅を見

る場合は、高崎市、前橋市、いろんな箇所に行って何カ所も住宅は、やはり大きな買い物ですから見

ているわけです。そういう中で、環境はとてもいい中心地ではあるけれども、そこの中の定住促進し

ていく場所の住宅の特徴をやはり非常に出していかなければ、なかなか２００戸というものも難しい

のではないかなと思いますので、その辺を魅力的な町にしていくための何とかの杜とか、そういう花

をいっぱい植えるとか、そういう特徴的なものを何か考えていらっしゃいますか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 議員さんおっしゃられるとおり、我々もそういう姿を目指して今い
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ろいろ考えておるところであります。坪数につきましては、先ほど７７坪なんていう話があったので

すけれども、それに近いような坪数を確保して、周りの家と基本的には塀から１メートルぐらいは離

すような制約をかけたり、坪数につきましてもある程度の坪数を確保するというようなことと、それ

から中の道路につきましてもいろいろな事案を参考にして、やはり東南の角地が何でいいかとかいう

ようなこともいろいろ考えて、道路をうまくつくっていきたいなというふうに考えております。 

 なお、中の整備、道路とか公園とか、それから調整池も含めて、そういうものにつきましては先ほ

ど町長が説明したような交付金事業を行いまして、町のほうでその事業を行っていって、少しでもコ

ストのほうにはね返る部分を減らしていきたいというふうに考えております。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 今住宅は、オール電化というのは当たり前のようになっております。玉

村町に住んでいる人からも、あそこはすてきなちょっと町並みではないか、すてきな家が建っている

と、あそこに住みたいなと思わせるような若者の心をぐっとつかむような、そういうものの特徴を出

して、そして進めていただきたいと思っております。 

 次に、住民活動サポートセンターぱるの民営化のほうに移ってまいります。これも４年目を迎える

わけですか、３年目ですね、私も当初から会議とかに参加しておりまして、見てきましたけれども、

行政だけではやっぱり効果が制限される取り組みについて、住民と地域活動団体が働いて、そして住

民の知恵と行動力が成功へつながったというふうに聞いております。志が同じ人たちが組織する支援

組織であるというふうに聞いております。今まで住民活動サポートセンターぱるが、住民活動団体の

自立の支援ですとか協働を促すコーディネートですとか活動しやすい環境を整備したり、情報発信し

たり、お互いが連携できるための支援を十分に行ってきて、非常にうまく協働というものがだんだん

根づいてきたのではないかなというふうに思っております。そして、今度公設民営で業務委託をする

ということで、今までサポートしていたものは、今度は住民がみずから歩いていく、そのサポートの

側に今度は回っているということで、非常に成功しているなという感じがするのでありますけれども、

今まで行ってきたイベント、そういうものに関しては通常どおり、今までと同じように民営団体が行

っていくということですか。 

◇議長（浅見武志君） 経営企画課長。 

              〔経営企画課長 金田邦夫君発言〕 

◇経営企画課長（金田邦夫君） ぱるの民営化に至る経緯につきましては、先ほど町長のほうから答

弁があったとおりでございますが、住民活動をサポートするという施設でありますので、やはり住民

目線で、活動団体の活動している方々の目線でサポートしていくというのが最も望ましいということ

で、ぱるを設立した当初からそんな思いで設立しておりました。いきなりこういう話を例えばそうい

う住民活動団体の方にお話ししたこともあったのです。従来我々がこういうふうに行政がやっていく
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方法ですと、最終目標みたいなものを最初に見せて、どうでしょうかというのが手法だったのですが、

我々もその辺反省すべき点があったのですが、そういう方法をとりましたら見事失敗いたしました。

改めて一から、いろんな活動ありますが、ぱるの活動を通じて、ぱるに集う方々の思いの中でぱるを

理解してもらうような活動に転換して、数年経過した後に活動団体の方々から自立して一般社団法人

を設立してくれる方が出てきたところまで来たわけでございます。今までやってきたぱるの活動を基

本としながらも、やはり活動団体の目線できめ細かい対応ができるものかと期待しているところなの

ですが、今のところ事業といたしましては、ぱるの交流会を今までどおり行っていって、ぱるに集う

団体の方々の情報交換でありますとか、新たなネットワークづくりになるような交流会を今度の運営

団体のほうもやっていく予定でございます。当然町のほうも、今までと同じように協働という立場で

協力していく予定でございます。そのほかウエルカム交流会なども昨年ございましたが、そういうも

のに準じるような企画が今後あろうかと思います。実行委員会ができてくると思いますが、そういっ

た実行委員会が行う事業に対してぱるが支援していく、物心両面での支援ということになろうと思い

ますが、そういう支援をしていくような予定でございます。まだ細かいところの事業計画なども運営

団体のほうがこれからつくっていく予定なのですが、先ほど申し上げましたように住民目線の利用し

やすい環境になるようになっていくものと期待しているところです。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 確かに昨年行われました水辺の森フェスタなどを見ますと、住民のアイ

デアと創意工夫、そしてやる気が終結した１，５００人を集めたすばらしいフェスタになったと思い

ます。なかなか行政だけでは制約されてしまう部分がどうしてもありますけれども、それを住民の発

想を十分に生かしたフェスタであったかなと思います。ですから、今回民営化になっていくわけであ

りますけれども、さらに多くの人たちがそこに参加して、そしてこの輪が広がっていくということが

また一つの大きな課題ではないかなと思うのです。いつもいつも実行委員になる人が同じメンバーで

あるということが、一つ懸念されるところだと思うのです。登録団体も５０ありますけれども、なか

なかその人たちがまた出てきてくれない、実行委員のメンバーがいつも同じということもあるのです

けれども、その多くの人たちをさらに参加してもらうための工夫はどのように考えていますか。 

◇議長（浅見武志君） 経営企画課長。 

              〔経営企画課長 金田邦夫君発言〕 

◇経営企画課長（金田邦夫君） 先ほど申し上げました今度から請け負っていただく団体の方々なの

ですが、正式に申し上げますと一般社団法人たまむら住民活動支援センターと申します。高久和子さ

んが理事長でございます。高久さんの、ぱるを運営するに当たっての理念というものを述べてござい

ました。ちょっと私のほうからご紹介させていただきますが、住民に開かれたぱるであること、２と

して住民とともに成長するぱるであること、３として住民にとって親しみやすいぱるであること、そ
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ういうような３つの理念、コンセプトを掲げて運営していきたいというようなことを述べていらっし

ゃいました。全く共感すべき内容でございます。 

 今までのそういった実施する、実際活動する方が固定化することのないように、先ほど申し上げま

した理念などに沿った形で、ぱるがもう少しそこへ集まってくる人々の裾野が広がるような事業など

も、４月からまたその団体とともに町も一緒になって進めていきたいと思っております。そうしない

と、やはりいろんな事業が継続しないという問題にぶち当たりますので、その辺は配慮しながら進め

ていきたいと思っております。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 団塊の世代で退職された方が大層自宅にいます、玉村町内の中でも。夕

方散歩しているだけで、家にいてもすることがないのだというような話も聞くのですけれども、そう

いう方たちがどんどん、どんどん町の中に出てきて、そして地域活動をする、住民活動をする、そん

なふうに裾野が広がっていってくれればいいなというふうに私も切実に思いますけれども、そういう

人たちへの呼びかけもともにしながら、よりよい住民活動としていきたいと私も願っております。 

 ３つ目に、今度は男女共同参画に見る女性の管理職の登用について伺います。今までの女性の採用

がなかったこと、そして管理職の登用の前に退職してしまうこと、仕事と家庭の両立のために管理職

までは希望しないという人が多いということ、そのとおりだと私も思っております。女性は、本当に

仕事と家庭、そして母親業と、それを両立させるのが非常に大変であります。皆さんの中にも、奥様

が働いておられて共働きをされている方は、当然のように家に帰ればさまざまな家事もともに手伝っ

てこられたのではないかと思うのですけれども、日本はなかなかレディーファーストというものが根

づいていない国であります。自分の前を歩く女性をサポートするという歴史も習慣もない国なのです。

ですから、女性が管理職を願えばまた違ってくるとは思うのですけれども、願って女性が管理職につ

いた場合に、そのサポートをするサポート力が果たして男性にあるか。だけれども、そういうことを

していかなければ女性の管理職登用というのはなかなか厳しい道があると思うのですけれども、町長

はその辺、女性をサポートしていくという点ではどのように意識を持っておられますか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 家庭を持って職場で仕事をするというのは大変すごいことだと思っています

し、今私考えてみますと、例えば役場の職員なども、家庭を持って子供を育てて役場へ勤めるという

人たちを見ていますと、非常に重労働だなと感じております。それだけに、女性としては本当に努力

をしているというのは十分わかります。役場の職員の中では男性が、例えば自分の上司が女性であっ

ても、非常にその辺については職員が上司のために働いているというのは見ていてもわかります。そ

ういう意味では、先ほどレディーファーストがまだ根づいていない日本でございますけれども、役場
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の中は結構レディーファーストが根づいているかなという感じはしております。ただ、女性が家庭を

持って職場で男性と同等に働くというのは、男女共同参画の時代が今来たわけでございますけれども、

非常に女性の負担は大きくなっているなというのは常々感じているわけでございます。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 政府も、経済の再生には女性の力が必要と、経済活性化行動計画のなで

しこ作戦というのを２年前から始めております。日本は、先進国の中でも女性人材の活用がおくれて

いる。この計画では、経済の再生に向けて日本に秘められている潜在力の最たるものこそ女性だとし

て、女性の活躍を促進すればさまざまな分野で経済を活性化できるとして、企業などに女性を登用す

るようにということで進めているのです。 

 そして、女性の積極的な登用を推進していけばどんな利点があるかなと思って考えてみたところ、

まず女性のエンパワーメントが上昇するわけです。このエンパワーメントというのは、女性の単なる

力ではなくて、自分で問題解決をする能力を女性が持つということなのです。今までは、男性の後ろ

に従っていたり、くっついていったりするだけでは、なかなか自分で意思決定をするとか、政策決定

のところに意見を述べるとか、そういうことはなかったわけでありますけれども、女性の参画が進む

ことによって社会的、経済的、政治的な場面での男女の不均等が飛躍的に改善されるということが期

待できるということであります。 

 そして、２つ目に女性が社会参加するほど債務残高が低くなるというデータが出ております。社会

に参加すると、女性が家にいるだけのときよりも洋服とか外食にお金を使い、消費していくわけです。

女性の社会進出で国内のＧＤＰが４％から５％アップするという、これは統計が出ております。 

 そして、３つ目に女性の目線、視点で政策、方針決定ができるということであります。女性は、子

育てをしながら社会に出て行くわけで、もっともっと子育て世代に優しい施策をこういうふうに改善

してほしいというのは、やはり子育てをしている女性の意見ではないかと思うのです。しかしながら、

残念に思うのは、やはり女性が結婚や出産、そして子育てを機に離職を余儀なくされるということ、

そして子育てが一段落してから再就職するのには非常にハードルが高くて、半分以上がパートなどの

非正規雇用であるということです。子育て後の女性の就労支援ですとか、子供と子育てが両立できる

社会を構築するための施策を積極的に展開していかなければ、やはり女性はなかなか出ていけないわ

けであります。子供が熱を出した、ちょっと病院に行かなくてはならないということで、仕事をして

いてもやはり小さい子供を抱えている母親というのは、いつ呼び出されるかわからないという不安が

あります。ですから、やはり自分が責任を持った職についていくというのには、非常に抵抗があるか

と思うのです。ですけれども、今までは管理職に女性がいなかったからということもありますけれど

も、どこかで育てていくということがやはり今後は必要ではないかと思います。その点については、

町長いかが思いますか。 
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◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 過去の話ししますと、女性をとらなかったという、いなかったということが

言えますけれども、これからはそういうことではないと思います。これからは、女性を登用していく

ということは非常に必要でありますし、私も先日ある講演会へ行ってまいりまして、これから日本経

済が安定的に成長できるようになるための施策というのがありまして、その中で言われていたのは女

性の力であると、日本社会がいかにうまく女性の力を引き出していくかということがこれからの日本

社会、日本経済を安定化させていく一つの要素であるという話はされておりました。私もそれには同

感でございますし、女性の社会進出というのは必要であると感じておりますし、ただ女性が非常に肉

体的に大変であるということは確かでございますので、この辺を例えば社会がどういうふうに軽減を

させていくかということではないかなと考えております。ですから，例えば役場なんかでもそんなよ

うな形で、子育て中の女性に対しては何か恩典があってもいいのかなと、私は今後はそんなことで考

えていきたいなと思っております。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） 副町長にもお伺いいたします。 

 古い社会習慣にとらわれずに、女性の意見を積極的に取り上げようとされているかどうか、伺いま

す。 

◇議長（浅見武志君） 副町長。 

              〔副町長 横堀憲司君発言〕 

◇副町長（横堀憲司君） 議員に言われるまでもなく、女性の意見というか、そういったものを職場

においてもいろいろと取り入れようという努力はしております。実際最近は、我々の時代にはなかっ

たのですけれども、例えばイクメンであるとか、あるいはまた家庭内において家事であるとか子育て

であるとか、そういったことにも若い男性は大変関心を持って積極的にかかわるようになってきてい

るというのが、我々の時代とかなり異なってきております。役場の職員なんかにおいても、男子の育

休といったことも見られるようになりまして、その辺については女性が社会に出て、役場で言えば役

場にずっといて仕事を積極的に進めていくという環境は整いつつあるのだろうというのが、昔と随分

違うところかなというふうに思っています。まだまだ実際に年がいった女性職員なんかにも、あなた

方が次に管理職になって若い女性たちを引っ張っていくのですよという話をよくしておりますけれど

も、そんなときに、ぜひ私は管理職にしないでくださいとおっしゃる女性の職員もいらっしゃいます。

そんなばかなことを言ってはだめだよと、あなたがやらなくては若い女の子たちが浮かばれないだろ

うというような話は時々させていただいているのですけれども、意識の中でまだそういった気持ちを

持っていらっしゃる女性職員も多いです。その辺は、少し時間はかかるのかもしれませんけれども、
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随時というか、改善をしていくと、改善の傾向も意識の変革も見られているといったことですので、

そんなに時間がかかるとは思っていませんけれども、女性の進出と管理職の登用というのも今後進ん

でいくのだろうというふうに思っていますし、進めていくべきだろうというふうに私自身も思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

◇議長（浅見武志君） ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） ありがとうございます。 

 まず、最初に管理職になる女性は非常に勇気が要ると思います。今まで前例がなかったといいます

か、そういうものがなかったわけですから。しかし、そういう人がまず勇気を持って出てくれれば、

その後に続く女性がきっと出てくれると思うのです。そして、女性が出たときにそれをまたバックア

ップしていくという体制も非常に必要ではないかと思います。なかなか意識の中に、女性はいずれや

めてしまうのだからといって、女性に投資は無駄だと考えるような、今まではそういう意識も中には

あったようでありますけれども、これからは女性のそうした登用をどんどん積極的に進めていってい

ただきたいと思います。私、今現在文教福祉常任委員長をしております。これも副委員長がバックア

ップを非常に一生懸命してくださって、非常にやりやすい環境の中におります。そうでなければ、や

はりなかなかそれもできないものであります。副委員長には感謝しておりますけれども、そういうも

のをやはり根づかせていく、そして当たり前のようにしていくということも必要なのではないかなと

いうふうに思っております。また、女性は非常にコミュニケーション能力にもやはりたけているので

す。お茶だけで２時間も会話できるというのは、これは女性ならではです。ですから、円滑にうまく

事を進めていくというのも、これも女性の特徴といいますか、よい点なのであります。こういう部分

もたくさん生かしていただきたいと思います。 

 そして、今自民党の三役も政調会長、総務会長、女性であります。ですから、女性をどんどん引っ

張っていく、女性が女性を引っ張っていくということにもつながっていくと思います。女性のリーダ

ーがふえると、女性の視点でどのような支援が必要なのかを理解して制度をつくっていくことができ

ます。日本は、世界の中で見ても女性管理職や女性の政治家が少ない国ではありますけれども、今後

女性リーダーがもっとふえていくことを期待しておりますし、その取り組みに全力を挙げてくれるよ

うに願うばかりであります。 

 最後に、重田課長と大島課長、長い間町政の発展にご尽力いただきまして本当にありがとうござい

ます。これからは、地域発展のためにもその英知をいかんなく発揮して、地域の発展のためにご尽力

いただきたいと思います。これにて終わりにいたします。ありがとうございました。 

◇議長（浅見武志君） 休憩します。１０時より再開いたします。 

   午前９時４８分休憩 
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   午前１０時再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 再開します。 

 次に、３番原幹雄議員の発言を許します。 

              〔３番 原 幹雄君登壇〕 

◇３番（原 幹雄君） ３番原幹雄でございます。先ほど突然どうも私のことかなというふうな話が

出まして、今まだどぎまぎしておりまして、うまくできるかどうかちょっと心配をしております。そ

れでは、議長の許可を得ましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 まず最初ですが、中心市街地の活性化策はということでお尋ねいたします。これの質問の要旨です

が、当町の特徴の１つに中心市街地がぼやけているという点があると感じております。町の人たちが

日常的にあそこへ行こうというふうなことで出かけていく場所がない、人が集まらないので、なかな

か商売が成り立たない。その結果、店がどんどん消えていってしまうということがあるかと思います。

当町は、コンパクトな町であります。このコンパクトさを追求するためには、町の機能を可能な限り

１カ所に集中して、人が常に出かけてくるような場所を提供していけば、そこには人が常に集まって

おり、そうすると当然ながらその近くで商売をしようという人も出てくるのではないかと思います。

１つは、そのような方策をとるお考えがないかどうか、お伺いいたします。また、現在こういった中

心市街地の活性化についてどのような対策をお考えになっているかというのをお伺いします。 

 ２つ目は、小中学校等の校舎の維持管理はどのように行っているかということです。とかく公共施

設は古くなったから建てかえるのだという発想が強いように感じられますが、ふだんの施設のメンテ

ナンスが環境を維持し、事故を未然に防ぐ最善の対策であると考えます。町内の小中学校等を見ると、

外壁に雨水等によると見られるしみが見られるところも多々ございます。建物の老朽化を防ぎ、町の

景観を維持するのだという観点からも定期的な点検、改修を図っていく必要があると思うのですが、

どのようにお考えになるか、お伺いいたします。 

 以上で第１回目の質問を終わります。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） ３番原幹雄議員の質問にお答えいたします。 

 初めに、中心市街地の活性化策についてお答えいたします。町内では、自動車を利用した買い物が

定着し、県道藤岡・大胡線沿いの商業施設に今買い物客が集まってきているのが現状でございます。

その反面、かつて町の中心市街地でありました国道３５４号沿いの商店は、現在は残念ですけれども、

衰退をしてきております。現在は、町内に明確な中心市街地と呼べる地域拠点が存在していない状況

となっております。今後、スマートインターチェンジ、広域幹線道路、藤岡・大胡線バイパスなどの
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道路が整備され、町内の交通条件はさらに向上することが予想されます。 

 町では、このような整備に合わせて新市街地として計画的に商業施設などの誘導を図り、町の特性

を生かした拠点づくりを行い、町内外からの集客を促進したいと考えております。しかし、自動車な

ど運転しない高齢者などの買い物困難者にとって、地元に根づいた地域商業は生活に不可欠な身近な

商店として大切な存在にもなっております。新たな商業施設の立地などは、反面地域商業の経営に影

響を与え、商店のさらなる衰退を招いてしまうおそれもあります。このことからも、意欲ある個人店

へ積極的に支援を行い、新たに誘導する商業施設と共存し、相乗効果を図り、にぎわいのある拠点づ

くりを検討していきたいと考えております。 

 また、町全体の生活に密着した公共サービスを提供する施設が集中している当役場周辺地区の再編

整備が必要ではないかと考えております。この地区には、行政の根幹である役場庁舎、保健福祉施設

である保健センターや社会福祉協議会及び障害者福祉センター、それに教育施設であるふれあい教室

及び通級教室、また住民活動やサークル活動の拠点である住民活動サポートセンターや勤労者センタ

ーが配置されています。さらには、子育て支援施設である第１保育所、地域子育て支援センター、フ

ァミリーサポートセンターも配置されています。今後とも町の拠点地区として充実が期待されるため、

施設利用の現状と課題を踏まえ、施設の配置及び駐車場の確保等を含む総合的な高度利用を推進して

まいりたいと考えております。また、当地区に隣接した国道３５４号、これは日光例幣使道でござい

ます。この沿道における歴史資産と連携した居場所づくりや交流の場づくりもあわせて検討してまい

りたいと考えております。 

 続きまして、小中学校等の校舎の維持管理はどのように行っているかについては、教育長のほうか

ら答弁をいたします。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君登壇〕 

◇教育長（新井道憲君） 小中学校等の校舎の維持管理についてお答え申し上げます。 

 初めに、学校施設に関する基本的な考え方でございますが、学校施設は子供たちの学習の場、生活

の場であり、学校教育活動を行うための基本的な教育条件であると考えております。このため、充実

した教育活動を存分に展開できる機能的な施設環境を整えるとともに、豊かな人間性を育むにふさわ

しい快適で十分な安全性、防災性、防犯性や衛生的な環境を備えた安全、安心なものでなければなら

ないというふうに考えているところであります。 

 また、学校施設は子供たちの教育施設であると同時に、地域住民にとっても最も身近な施設であり、

生涯にわたる学習、文化、スポーツなどの活動の場として、また地震等の非常災害時には応急避難場

所として利用される地域の防災拠点としても重要な役割を担うものでありますから、その安全性につ

きましては万全を期さなければならないと考えているところであります。 

 次に、原議員ご指摘の小中学校等の校舎の維持管理はどのように行っているかということでありま
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すが、各学校においては学校保健安全法に基づきまして日ごろからの点検はもちろんのこと、毎月学

校施設、整備等の安全点検を実施しているところであり、教育委員会においても定期的な訪問点検、

また２年に１度の専門家による総合的な法令点検も実施しているところであります。 

 教育委員会といたしましては、施設の老朽化による建てかえというよりも、今ある施設の長寿命化

を図るため、その老朽化の度合いによって、竣工から３０年経過を目途に校舎及び体育館の大規模改

造工事を実施し、施設の耐久性の確保を基本としてこれまでも対応してきたところであります。今後

も同様な方向で安全性の確保を最優先に、維持管理に努めていきたいと考えているところであります。

直近では、平成２２年度に上陽小学校校舎及び体育館について耐震化とあわせて大規模改造を実施さ

せていただきましたが、今後築３０年を迎えた中央小学校の大規模改造工事を考えていかなければな

らず、その後においても南中学校、芝根小学校と大規模な改修をしていかなければならない学校施設

が次々と控えている状況にございます。今、国、地方とも厳しい財政状況にありますので、今後にお

いては財政当局と相談しながら効率的かつ計画的な大規模改造工事を実施し、教育環境の改善を順次

図ってまいります。 

 いずれにいたしましても、学校施設の維持管理につきましては、子供たちに危険が及ぶことのない

よう安全かつ安心な学校生活が送れることを第一に、また町の景観にも配慮しながら万全を期してま

いりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 以下、自席から質問をさせていただきます。 

 本日、きょうのテーマについて１つの目的は、ぜひ課長さん方とこの辺の認識というのですか、ど

の辺が本当に中心市街地として考えていったらいいのかというのをひとつ議論してみたいというのが

１つです。 

 それと、これが決まらないと多分都市計画だとかいろんなことをするときに、やっぱり考え方の基

準ができないのではないかというふうにも思います。そんなので、まず１つですが、総合計画で中心

市街地ということでイメージしている場所というのはどの辺になりますか。 

◇議長（浅見武志君） 経営企画課長。 

              〔経営企画課長 金田邦夫君発言〕 

◇経営企画課長（金田邦夫君） 総合計画においては、下新田でありますとか上新田、いわゆる旧と

いったほうがいいかもしれませんが、国道３５４号沿いの地域を中心とイメージしておりますが、い

ろいろ経済活動が行われている中で、それだけにとどまらず、例えば県道の藤岡・大胡線の沿線の上

之手地域だとか、それは新しくできた市街地であって、やはり我々の潜在的な意識の中では下新田、

上新田、国道３５４号沿いの地域がものかと思いますので、総合計画においてもその辺を位置づけは

しているものと思います。 
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 また、この役場周辺地域も行政機能が集約しておりますので、そういった意味での中心というよう

な位置づけはしております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） もう一つの中心計画である都市計画マスタープランにおいてはどのように考

えていらっしゃいますか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） マスタープランの中にも、幾つか中心拠点があります。原議員さん

の質問が、商店街とかそういうところに特化するとすれば、その辺は商業施設とかということにもな

るのですけれども、都市計画のマスタープランの場合は、幅広い拠点地区をいろんなところに幾つか

ポイントで求めましてやっている関係であります。中心市街地と申せば、そこで中心に考えていけば、

やはりこの周辺地区が市街化区域の中心になるということは明らかであるというふうに考えておりま

す。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 総合計画、マスタープランということで、このあたりが中心になるのだろう

ということでお考えになっていらっしゃるのかなと思いますが、そのほか例えば何か施設、もうひと

方ぐらい聞きますか、総務課長、その辺はどう考えますか。 

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） ちょっと聞き取れない部分があったので、その頭だけちょっともう一度

お願いします。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 申しわけありません。 

 要するに中心市街地として各課長さん方がイメージされている場所は、玉村町の中でどのあたりか

ということをお聞きしているのですけれども。 

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） 先ほど経営企画課長、都市建設課長が話したとおり、この周辺が中心市

街地だと思っています。ただ、玉村町の長い歴史の中で、従前は先ほど経営企画課長が申し上げたと

おり現在の３５４、旧３５４と言っていいのですか、上下新田を中心とした区域、これが中心市街地



－169－ 

だったということには間違いないと思います。ただ、経済の流れで車等が非常に発達してきた中で、

若干中心市街地が移りつつあるというのは感覚として持っております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 先ほど高井課長から、商業を中心にというふうに考えているのであればとい

うお話がありましたが、やっぱり商業を中心にというか、要するに人が集まる場所というのをどうつ

くっていくかというのが、実は今回の主眼でございます。 

 伊勢崎市、高崎市、前橋市、あれは中心商店街ですか、商店街が各地とも衰退というのですか、し

ていってしまっているという状況の中でいろんな策を考えていますが、いろんなことで私がこうやっ

て見ながら思うのは、要は人が集まる仕組みもつくらないで、ただ幾らそこで何をします、かにをし

ますと言っても、回復は難しいだろうなという感覚をずっと持っておりました。それで、玉村町につ

いても３５４沿いの商店街というのですか、昔私が子供のころですと、よく肉屋さんにコロッケ買い

に来たりなんかした記憶もありますが、そういったものがみんななくなってしまって買い物というも

のに今ほとんど周りから出かけてきていないと、そうすると例えばふるさとまつりでも何か年々寂し

くなってきているような感じがしています。というのは、日常的に出てきて、そこに抵抗なく出かけ

ていくのだという、そういったやっぱり日常的な生活がそこら辺に出てくるのかなというふうに考え

ています。それで、その中で、ではどうしたらいいのかなという中で、やはり人を集める何か方策を

考えなければ、そういった商売というのですか、商店街というのはできていかないし、成り立たない

だろうなということを思ったわけです。そうすると、その中で行政は何をできるかというと、そうい

った人を集める仕組みをつくることなら行政が幾らかできるだろうと、そういった中でそこに町の機

能を可能な限り１カ所に集中してというのは、そういった意味が１つあります。 

 それと、これは本当に私の夢のような話ですが、ニューヨークのセントラルパークというのがあり

ますが、ああいうふうに例えばこの辺一帯がきれいな都市公園のような中に役場があって、何があっ

てというふうな、そういった機能が１つできて、みんながあそこへ行ってみようというふうな感覚を

全体が持ったとすれば、もっと町の一体感というのですか、各地の一体感が増してくるのではないか

なというふうに思っています。例えば今回のあれで話題になっています道の駅の話ですが、はっきり

言いますと、うちの周りでそんな遠くにつくったってねというのが実情だと思います。だけれども、

そうではなくてもっとそういうのが、あそこに今度こういうのができるのだねと、やっぱり一体感を

どうつくっていくかというのも１つの方策だというふうに思います。そんな中で、町の行政としてで

きることとすれば、せっかく役場がある、役場というのは用事があるときは必ず出かけてこなくては

ならない場所、そういった似たような機能が、そこにぱるだとか勤労者センターだとかありますし、

例えば隣に農協さんがあります。だから、農協さんなりなんなりも全部全体を取り込んで、この真ん

中、中心地といったものを活性化させるというのですか、やっぱり人が来ていると活性化すると思う
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のです。そういう仕組みをぜひつくっていっていただきたいと思うのですが、町長、どうですか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 人の集まる場所ということで、中心市街地ということになると思います。そ

の中で、私は新しい中心市街地の１つとして、今度文化センター周辺地区ということが一つ脚光を浴

びてくるのではないかなと、現在あそこには文化センター、大ホールがありますし、資料館がござい

ます。この資料館が非常に貴重でございまして、今町外からたくさんの人が文化センターにある玉村

町の資料館に勉強に来てくれております。こういうものの中に、新しくあそこに住宅をつくるという

ことで、住宅をつくるということは公園もつくりますし、人が集まりやすいような道路状況もつくっ

ていくということでございますので、もう一つの新しい中心市街地として文化センター周辺が開発さ

れていくのが、これからの１つの玉村町の姿かなと考えております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） さっき町長からの回答を聞きながら、旧来にとらわれず新しい地域も考える

のだというふうなお話、ご回答があったので、確かにそうだなというふうに感じた次第ですが、この

辺について、文化センター周辺の開発について、そういった観点でこれから計画を進めていくとか、

今進めているというふうな点はございますか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 文化センター周辺につきましては、都市計画のマスタープランの中

では交流レクリエーション拠点ということで位置づけをされております。その中で、皆様方が文化セ

ンターを中心に、核として交流していただくような拠点ということになっておりますので、それらを

やっぱり当然十分その辺を考えて、いろんな人がこの地域に集まってきていただいて、そこにこうい

う定住促進の今の住宅を供給しようということでやっておりますので、そういう方々が集まったとき

にこういうところをよく見てもらって、これからの住宅はこんなような住宅がいいよなというふうに

思われるような住宅を供給していきたいなというふうに考えております。従来の考えを抜け出してい

ろいろ考えるということで、今までは高度成長の中でどんどん、どんどん人がふえてきて、たとえ狭

くても一戸建てのうちを欲しいということでかなりつくったという経緯はあると思います。それらを

今まで歴史の中で見てきまして、やはりもう少しゆとりがある建物とか、ゆとりのある生活というふ

うにだんだん社会のほうも変化してきていると思いますので、そういうところを捉えてこれからもみ

んなが住んでよかったなというような住宅供給ということで、この地域にそういう住宅のほうの供給

を行っていきたいというふうに考えております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 
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              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 人が集まる仕組みをつくったり何かするというのは、いろんな要素があると

思います。例えばたまりんがありますよね、そういった公共機関、現在は確かにほとんど利用がない

ということもありますが、だんだんお年寄りがふえてきたりいろいろしますと、やっぱり重要性は増

してくるだろうなと思います。そういった中で、みんなが、そういった人たちが、例えばこのあたり

に来ると何かあるのだよというふうな施設なり何かがあればまた違うし、その足としてたまりんなり

なんなりの公共交通機関がしっかりしているということであれば、もっと元気な町になれるのかなと

いうふうにも思います。それで、例えばそういったこの辺に新しくお年寄りが憩えるような場所とい

うのですか、そういった場所をつくろうかなとか、そんな計画はないですか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 先ほどからちょっと話題になっております文化センター周辺のまち

づくりということで、うちのほうは定住促進の供給をまちづくりも位置づけてやっておりますので、

その中には幾つかの医療施設も周りにあるのですけれども、介護関係のそういうお年寄りも住んでい

ただけるような施設、それを公共施設として幾つか考えております。確定ではありませんので、これ

からもう少し煮詰めていかなければならないのですけれども、そういうところとか、それからここに

交通、要するにバスとか広幹道が開通しますので、うまく公共の乗り物、バス等の拠点施設というの

ですか、バスターミナルみたいな形にもできればいいかななんていうふうにも思っております。環境

に優しいまちづくりも１つでありますので、そういうところも考えております。公共的なものという

のは、ほかには当然公園もここには幾つか配備して、住環境のほうの豊かな施設というものを目指し

てこの地域には計画しておりますので、これから皆さんと相談しながら詰めていきたいというふうに

思っております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） いろんなそういったふうに施設をつくっていただけるということでございま

す。もう一つ、きのう公共交通のお話を三友議員さんだったですか、していましたが、それで、この

真ん中に集めるという言い方が合っているのかどうかあれですけれども、一番身近な足として例えば

たまりんがもっと利用がふえる見込みがあった場合には、これはもっと増発しようとかいった考え方

はあるのですか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） たまりんの利用者がふえれば増発できるかというところでござ

いますが、今町内につきましては４路線走らせてございます。そういうものでふえて、要望等がます
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ますふえてくるようであれば、今後検討しなくてはいけないことかなというふうに考えております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） なかなかこちらのしっかりしたイメージをつくりきっていないので、質問が

あっちへ飛んだりこっちへ飛んだりで大変申しわけございませんが、ただ１つ皆さんにお願いしたい

のは、こういう考え方を一つのきっかけとして、何かやっぱりベースがないといろんな考え方でどれ

がいいとか悪いとかというのはばらばらになってしまいますので、その辺はぜひどこを基準にして考

えるのかというふうなことをやっていただけたらと思います。 

 この質問で私がイメージしました、要するに真ん中にというイメージとしますと、先ほどちょっと

ニューヨークのセントラルパークの話ししてしまいましたけれども、例えばこの真ん中に大きな公園

があって、そこに公共施設が点在して、そこに何かあると皆さんが集まってきて、集まることによっ

てその周りが活性化するという言い方ですか、その周りにやっぱり放っておいても何か商売をしよう

という人たちが出てくると、そうするとそれを目指してまた新しく人が出てくる、集まってくるとい

うふうな、そういったいいほうの循環ができるのではないかなと、それには玉村町というのは２５平

方キロだったですか、だから５キロ四方ですからどうやったって一番長くいったって六、七キロ、中

心から見れば三、四キロの範囲内に全部おさまってしまいますから、例えば公共施設をあそこにつく

ろう、ここにつくろうではなくて、できるだけやはり真ん中に置くというのは、１つの考え方でいい

のではないかと、その内容がどうでというのがあります。そうすれば、いろんな施設を真ん中に置い

てやれば、そこに集まってきて、今度は集まってくればまた出ていきますから、１つの考え方として

最近いろんな、例えばデパートの売り方として昔はシャワー効果というのですか、必ずイベント会場

とか催し物場を一番上に置いて、そこからおろしてきて途中を見させながら買わせるのだというふう

なのありましたけれども、それが１つと、あとはやはりワンストップショッピングではないですけれ

ども、やっぱり１カ所に行ったらいろんなことが全部できるのだというふうな、そういったまちづく

りができるのではないか、それによって中心市街地というのですか、中心街はここだよというふうな

ことがはっきりして、町の人たちみんなができる限りそっちを見るようにする方向が私はいいのでは

ないかというふうに感じておりましたので、こういう質問というよりお話をさせていただきました。

もう一回町長、私の考え方はそういう思いがあるのですが、お考えをお聞かせいただければ。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 参考になります。ただ、原議員さんのその考え方どおり町が進むかというの

は、ちょっと難しいと思うのですけれども、１つの考え方としては非常に私も参考にしたいと思いま

すし、そういういろんな意見を出し合った中で、この町の活性化ということでございますので、進め

ていきたいなと思っております。 
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 町も、今の文化センター周辺やスマートインター周辺のこれからの新しい町をつくるということで

今動き出しましたので、各協議会なり専門部会みたいのが立ち上がってきました。それに議員の皆さ

んが自分の考えをできるだけ入れていただいて、話をしていただければと思っておりますので、今後

ともよろしくお願いいたします。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） ということで、ご参考にしていただければと思います。 

 続きまして、２番目のほう、まず小中学校等の校舎の維持管理、実を言うとこの「等」というのが

私の中で一番くせ者でして、小中学校だけではなくて、どこでもいくよという意味合いが半分ぐらい

本当はあるのですが、まず１つ、最初に聞きたいのは、今小中学校全部で７校ございますが、これの

建設年と、その後もし、先ほど上陽小学校だったですか、耐震工事しましたけれども、そういった大

規模改修がいつ行われたかというのを教えてもらえますか。 

◇議長（浅見武志君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 大島俊秀君発言〕 

◇学校教育課長（大島俊秀君） まず、玉村小学校なのですけれども、４８年から３年ほどかけて、

４８、４９、５０あたりでやって、改修のほうが平成１２年から１４年にかけてやっております。そ

れから、耐震補強ということで２１年に玉小の体育館のほうはやっているかと思います。上陽小学校

につきましては、今の小学校の位置に５４年に新築移転していると思います。それから、２２年度に

耐震と大規模改修のほうを実施しております。それから、芝根小学校につきましては平成２年に新築

移転されております。それから、中央小学校につきましては５８年に開校しているかと思います。南

小学校は平成６年、玉村中学校につきましては４３年、４４年でつくって、平成２０年、２１年で新

築にしております。それから、南中学校につきましては６２年に開校になっているかと思います。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 予算特別委員会でも話が出ていましたが、中央小だったですか、改修だ何だ

というのがありました。教育長のお話では、２年に１回法令点検があるということだったかと思いま

すが、これは点検項目というのは決まっているのですか。 

◇議長（浅見武志君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 大島俊秀君発言〕 

◇学校教育課長（大島俊秀君） 点検項目というのは、放送設備だとか、それと防火の設備とか、そ

ういった総合的なあれをやっているのかと思います。今手元に資料がないので、正式なちょっと細か

い内容についてはわからないのですけれども。 
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◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） そうすると、そのほかの月ごとだとか、これは多分ほとんど目視なのだと思

いますが、もう一つは３０年をめどに大規模改修ということですが、これは要するに３０年たったも

のから順次そういうことをやっていくということ、改修をやっていくということですか。 

◇議長（浅見武志君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 大島俊秀君発言〕 

◇学校教育課長（大島俊秀君） 特に基準というのはないのですが、玉村町では一応３０年をめどに

ということかと思います。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 普通ビルというのですか、建物だと不動産屋さんというのですか、ああいう

人たちが持っているビルというのは、少なくとも５年に一遍だとかというペースで、改修というより

も多分塗りかえだとか、いろんなそういった維持管理をしているのですが、そこまでやれというのは

ちょっと大変かと思いますが、例えば１０年ごとに外側の塗りかえというのですか、やるとか、そう

いった計画はございませんか。 

◇議長（浅見武志君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 大島俊秀君発言〕 

◇学校教育課長（大島俊秀君） 今のところそういったあれはないかと思います。ただ、補修につき

ましては学校の要望とか、あとは雨漏りしたとか、そういった関係につきましては極力それが発生し

た時点で改修等を財政のほうに相談して実施しております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） 例えば１０年ごとにそういうのやりましょうといったほうが多分後で大規模

改修やるよりは、結果としては有利なのではないかなというふうにも思うのですが、そういうのはで

きない、例えばやるのが難しい最大の要因は何ですか。 

◇議長（浅見武志君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 大島俊秀君発言〕 

◇学校教育課長（大島俊秀君） 特に要因というのはないかと思います。確かに原議員さんがおっし

ゃるように、定期的にそういった形で１０年とかで外壁の補修とか、そういったのをやれば大分３０年

という形ではなくてもできるかと思うのですけれども、ただ外壁とかそういったところはいいのです

けれども、中のトイレとか、そういったものについてはちょっと、例えばコンクリのほうをやり直す、

外して下の管とか、そういったものに関しての補修とかというのはできないので、ある程度のそれは、
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やっぱり１０年やそこらで検査等は必要だと思うのですけれども、ただあけてみないとわからない部

分もありますので、５年とか１０年に定期点検するというのはいい考えかと思いますので、今後そう

いったことで財政的な面とか、いろいろあれば検討していきたいと思っております。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） こういう何かしましょうというとき最大のネックは、多分財政だと思うので

すけれども、例えばこういうふうに１０年ごとにやりますよと、幾らぐらいかけますよと、毎回やっ

ていれば大体金額決まりますよね、そうすると最初からこの分はこの年にこうやりますというスケジ

ュールがわかっていれば、財政的にもそんなに問題はないというふうな気もするのですが、その辺は

財政から見ていかがですか。 

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） 財政から見てということなのですけれども、先ほど学校教育課長からお

話があったとおり、２年に１回建築士さんによって建物の検査ということでやっております。その建

築士さんの指摘によりまして、めどで修理のほうの予算というのは計上している状況でございます。

ただ、原議員がおっしゃっている１０年に１回、リフォーム的なメンテナンスというもののほうが効

率がいいのではないかという話だと思うのですけれども、経済的に町の財源も安定的な部分がどのく

らいあるかというのもなかなかつかめない部分がありまして、その状況を見ながら予算をつけさせて

いただいているというのが現状ですので、よろしくお願いいたします。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） そこを何とかというのがやはり子供たちに対する、それともう一つ、例えば

定住促進だとか、人をふやそうという話がありますが、入ってきたときに、一番最初にやっぱり壁の

剥がれた学校があるところはちょっと、ここがいいなとは多分思わないと思うのです。大概玉村町の

町見ますと、目立つ建物は役場と学校です。だから、景観なりなんなりその辺のイメージの中でいけ

ば、一番重要なポイントかなというふうに思うのです。ですから、何とかその辺の予算づけなりなん

なりを町長部局のほうでも優先的に考えていただくというふうなことには、難しいものがありますで

しょうか。 

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） もちろん先ほど答弁の中にもありましたように、学校というのは生徒だ

けのものではなくて、町住民のものありまして、災害時などに活用させてもらうという部分もござい

ます。 
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 今回の場合なのですけれども、中央小学校、先ほどから文化センター周辺の開発というのがありま

した。それに合わせて中央小学校も大規模改修やっていこうという計画で、今現在総合計画の実施計

画の中に入っておりますので、順次やっていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） ３番原幹雄議員。 

              〔３番 原 幹雄君発言〕 

◇３番（原 幹雄君） これも要するにそういう考え方ということで、特に公共施設の中で代表的な

学校の校舎というのは、きれいな形でいつも気持ちよくそびえているというのが、ここに景観という

ことも書きましたし、いつも見ているのだよということで、やっぱりアピール力が私は違うと思いま

すので、ぜひその辺は検討していただければと思います。 

 以上で質問を終わります。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。１１時５分より再開いたします。 

   午前１０時４８分休憩 

                                         

   午前１１時５分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 次に、１３番宇津木治宣議員の発言を許します。 

              〔１３番 宇津木治宣君登壇〕 

◇１３番（宇津木治宣君） １３番宇津木治宣です。通告に従って質問をいたします。 

 まず最初に、平成２５年度の施政方針についてお尋ねいたします。施政方針では、都市計画マスタ

ープランは周辺都市で進められている大規模工業開発や前橋インター周辺の大規模商業施設の立地な

どの影響を取り入れながら周辺都市としての交流人口をふやし、新市街地への編入などにより定住環

境の整備を進めるとともに、本町の交通の利便性を生かして商業の集積を進め、活気ある元気な地域

経済を実現していくとしています。昨日来の一般質問の中でも、東毛広域幹線道路、そしてインター

チェンジができ上がると、またとないチャンスだという声がかかっています。しかし、交通利便性の

向上は、地域間競争の荒波に直面することになります。まさに現実にそういうふうになっているわけ

です。伊勢崎市、高崎市それぞれの、要するに同じことを考えていますから、よほど玉村町の独自性

を発揮しないと沈没してしまう、埋没してしまう、こういう危険性がある、町長はその辺についてど

のような見解をお持ちなのか、お尋ねいたします。 

 次に、高齢者福祉制度についてお伺いします。当町においても高齢化は進み、戦後生まれの団塊の

世代が高齢期を迎えるなど、本格的な高齢社会の到来が迫っており、より高齢者福祉が充実したまち

づくりや協力し合う意識づくりへの取り組みが求められています。今年度から、第５期玉村町高齢者
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保健福祉計画並びに介護保険事業計画が始まりました。そこで、当町においての高齢者福祉計画の取

り組みや重点施策についてお尋ねいたします。 

 ３点目に、上樋越にある嚮義堂の保存についてお尋ねいたします。歴史的な貴重な財産である嚮義

堂の保存について、これは上樋越にあります。嚮義堂は伊勢崎藩政時代の郷校で、文化５年、１８０８年

１１月に設立され、明治５年、１８７２年に学制が制定されるまで、農閑期を利用して庶民に漢学が

教授されました。校名には、「義に嚮う」の意味で、浦野神村を初めとする藩儒が交代で出講したそ

うであります。現在ある建物は、郷校として使用された当時の建物ではありませんが、屋根瓦に「學」

という文字が刻まれており、庭内には嚮義堂の石碑「嚮義堂之記」が残されています。現在、地域の

関係者によって維持管理されています。先日も関係者の皆さんが上樋越の公民館にお集まりをいただ

いて、いろいろ事情を聞きました。荒れ果てているので、不審者が入って火でもつけられたら困るか

ら片づけてしまおうかなんて声も出ているのだと、一遍壊してしまえば歴史資産が失われてしまうわ

けですから、何とかこの保存方法について町にも要望していきたいと、こういう話でありました。そ

ういうことに基づいて質問いたしたわけです。 

 次に、県都市計画法に基づく大規模指定既存集落の指定を受けて市街化調整区域の開発をと、これ

は２３年の１２月議会にも同じような質問をしましたが、いろいろなさまざまな問題があるので、研

究しますよということで逃げたというか、かわされましたけれども、その後先進地の状況などを確認

しながら進めると、どのような研究が進められているのか、お尋ねをしたいところです。昨日来の一

般質問の中でも、人口問題が取り上げられています。その人口減少の一番の理由は土地がないことだ

と、こういうふうに明確に言っているわけです。文化センター周辺で開発を進めている、２００戸で

きますけれども、後でまた細かいところで話しますけれども、やはり市街化調整区域の縛りがきつ過

ぎて、農家の次三男、私の息子は去年うちをつくりましたけれども、例えばサラリーマン家庭の農地

を持たない人が狭いところを、近くに田んぼでも何か転用して住宅を、息子を住まわせたいというこ

とがあってもかなわないわけです。この辺この縛りを何とか緩める方法がないのか、お尋ねいたしま

す。 

 以上で１回目の質問とします。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） １３番宇津木治宣議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、平成２５年度施政方針についてでございます。企業誘致やたまむら道の駅（仮称）な

どの計画に、「たまむらならでは」の独自性が必要ではないかについてお答えいたします。スマート

インター周辺地区の開発につきましては、高崎市、伊勢崎市が大規模な工業団地の計画を進めている

ため、同じような工業団地を造成し企業誘致を図ることは、現段階では難しいと考えております。宇

津木議員がおっしゃるように、交通の利便性の向上は地域間競争を増幅する可能性をはらんでおりま
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す。しかしながら、差別化を図り周辺地域と連携がとれれば、地域がより発展する可能性もあると思

います。高崎市が大規模な農産物を中心にした物産館の建設、同地区の工業団地造成計画、伊勢崎市

西部の工業団地造成計画、さらには前橋南インター周辺には大規模なスーパーモールが開店しており

ます。これら周辺の施設と競合するのではなく、お互いに相乗効果が得られるような特色あるたまむ

ら道の駅（仮称）を建設すること、並びに企業誘致をしていくことが重要であると考えております。 

 さらには、高速交通網を活用し、群馬県内全域を初め県外からも人を呼び込むことができれば、定

住人口の増加や雇用の増加につながることになり、地域経済の活性化と活気あるまちづくりに結びつ

くような政策が実行できると確信しておりますので、この辺についてご協力をお願いいたします。 

 続きまして、高齢者福祉制度についてお答えいたします。団塊の世代の高齢化により、当町におき

ましても本格的な高齢社会の到来が迫っております。高齢者の増加とともに核家族化が進行しており、

高齢者の単身世帯や高齢者のみの世帯も増加傾向にあります。こうした中、高齢者ができる限り住み

なれた地域で自立した生活を送ることができるよう、町といたしましても昨年３月に健康づくりの推

進、充実した地域活動支援、安全な生活環境支援、充実した介護環境づくりの４つの基本目標を掲げ、

第５期玉村町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定し、高齢化を見据えた対応を図っている

ところであります。 

 次に、高齢者福祉が充実したまちづくりや協力し合う意識づくりの取り組みが求められているとい

うことでは、例えば単身高齢者世帯に月１回、地区の民生委員がお元気ですか訪問を行い、健康に不

安のある単身高齢者世帯の方には緊急通報装置を設置、同じく災害弱者でもあるため火災警報器も設

置し、高齢者が安心、安全な生活を送れるよう住みやすい環境づくりのための施策を行っているとこ

ろであります。 

 また、協力し合う意識づくりでは、現在各地区の公民館などで高齢者筋力向上トレーニング事業を

毎週１回行っており、終了後に参加者同士でお茶を飲み、歓談をしている地域もあります。地域の人

たちが身近な公民館などに集まり歓談していただければ、地域の情報交換の場となり協力し合う空気

も生まれ、地域の連携を促す一つのツールとして位置づけることができると考えております。 

 また、認知症の高齢者もふえることが予想されることから、認知症の方を地域で排除するのではな

く、できる限り住みなれた地域で住み続けられるよう認知症サポーター養成講座を開催し、認知症を

理解することで認知症に優しい地域づくりに結びつけたいと考えております。認知症の高齢者の権利

を守っていくということは、成年後見制度の利用が欠かせません。しかし、ふえ続ける認知症高齢者

に弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職や親族による後見には限界があるため、町では国の

モデル事業を活用して東京大学の宮内先生と連携し、市民後見人の養成などを行ってまいりました。

今後も認知症高齢者の権利を守るために、市民後見人の活躍は欠かすことができないと考えられます

ので、引き続き養成等を行っていきたいと考えております。元気な高齢者が市民後見人として活躍し

ていただくことで、支えられる側ではなく、支える側として本人が生きがいを持って生活していただ
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けるだけでなく、地域にも地域を熟知した身近な人が後見人となることで顔の見える関係を築きやす

く、大きなメリットがあります。今後の高齢社会に対応するためにも、元気な高齢者が支える側に回

れるような環境を当町では今後つくっていきたいと、努力していきたいと考えております。 

 次に、嚮義堂の保存についての質問にお答えさせていただきます。上樋越にある嚮義堂は、江戸時

代、伊勢崎藩の庶民教育の場であった郷校の一つとして、文化５年に地元住民により創設されました。

伊勢崎藩は、小藩であったにもかかわらず、文化５年から明治４年までに２５の郷校を設立したとい

う藩でございます。このように、伊勢崎藩で庶民が学ぶ官民協力の郷校が多数設置されたことは、水

戸藩の郷校とともに、日本における庶民教育の２つの柱として教育史上注目される存在でございます。

現在、２５あった郷校で当時の建物が残っているところはなく、伊勢崎市伊与久の五惇堂の碑が市の

指定史跡となっているのみでございます。でありますから、この嚮義堂の建物は明治時代のものです

が、「學」の字の鬼瓦が上がっており、明治５年の学制発布以降も伊勢崎藩の郷校の精神を受け継ぐ

ものであり、地元では学校様と呼ばれ教育の場として長く親しまれてきた存在であります。敷地内に

は、郷校の記念碑もあり、地域の貴重な文化財、またはシンボルとして現在に至るまで世話人９軒の

方々の努力で守られてきました。しかし、建物の老朽化が進み、今のままでは活用もままならない状

況から、維持管理が難しいとの話も出てきているところでございます。このような状況の中で、嚮義

堂の保存、活用については地域全体の資産として長期的視野に立ち、今後は嚮義堂の関係者だけでな

く、地元の方々と町とが協働して検討していくことが大切であると考えております。そのためには、

まず地元の方々を対象に嚮義堂についての勉強会を開催し、多くの方々に知っていただくことができ

ればと考えております。また、平成２５年度歴史講座では、玉村町民を対象に嚮義堂についての著書

「学校様物語」を著した地元の八木一章さんと、その弟さんで群馬県教育史の第一人者である八木啓

次先生に嚮義堂についての講演をしていただくことにより、多くの方に嚮義堂が今までに果たしてき

た意義、役割を理解していただきたいと考えております。当面このような取り組みを通して、玉村町

の教育の原点とも言える嚮義堂について理解を深めるとともに、委員会を立ち上げ地域の皆さんと長

期的展望に立って嚮義堂の今後のあり方について考えていく所存でありますので、よろしくお願いい

たします。 

 次に、大規模指定既存集落の指定による開発についてお答えいたします。宇津木議員が懸念してい

る人口減少については、私も最大の関心事で早急な対応をしていかなければならないと考えておりま

す。町の魅力を高めて暮らしやすさを提供し、子供を産み育てやすい環境を整えていくことで出生率

を向上させたり、転入を促進させたりし、その結果、町が活性化し、新たな交流が始まるものであり

ます。これが、「ひと・まち・くらしの輪が交流連携をはぐくむ定住都市 玉村町」ではないかと考

えております。本町は、農業を主体とするまちづくりから、平成当初から始まった人口急増によるベ

ッドタウンの町として発展してきた歴史的経緯があり、人口問題については第５次玉村町総合計画で

も最重要課題とされておりますので、定住促進を目指していくことは非常に重要な政策課題と認識し
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ております。この定住促進については、さまざまな基礎的データや上位計画である総合計画及び都市

計画マスタープランを初めとする各種計画から、現在本町においてこの人口問題を解決する最善の施

策は市街地を拡大させ、転出者を初めとする定住希望者にしっかりと宅地を供給していくことと考え

ております。定住促進をする地区につきましては、将来を見越して歩いて暮らせ、既に基盤整備や生

活利便施設が整っているような地区とすることが最適と考えています。 

 ご質問にあります大規模指定既存集落につきましては、本来人口対策というよりもコミュニティー

の維持を目的としたものでありますので、市街地を拡大する施策と比べれば、その効果は余り期待で

きないものであります。しかし、社会情勢は刻一刻と変化し続けております。常にその変化を捉えて

いく必要があると考えております。本質問の大規模指定既存集落に限らず、あらゆる施策や事業につ

いて地域及び施策のバランスを勘案しながら、今後も人口減少対策の施策を展開していきたいと考え

ておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） 引き続いて、自席から質問させていただきます。 

 ちょっと順序を変更して、一番最後の大規模指定既存集落の件についてから質問いたします。都市

計画マスタープランで、昨日も村田議員が、人口がどういうふうに減っているのだということで、字

別の人口動態が１４ページ、都市計画マスタープランに出ています。大きく減っているのは、川井、

箱石、飯倉、上飯島、与六分、八幡原、藤川と、どこで減っているのか、なぜ減っているのかという

ことを分析しないと、よくこれを直視しないとだめだと思うのです。 

 それで、先ほど話に出ましたけれども、市街化区域と市街化調整区域、どっちが競っているのか、

逆に言えば市街化調整区域が大量にふえました、平成４年ごろ。それが打ち切りになって、既存宅地

が少し残っているのが、ちょこちょこと農家の次三男が少しずつうちを建てていくというようなこと

で何とか維持してきましたけれども、それも行き着いてきたということで、人口が平成７年３万

４，０００、平成１２年３万７，５００、平成１７年、これはピークですが、３万８，０００、平成

２２年に３万７，５６６人と、それで市街化区域では９，２００、９，５００、９，６００、９，８００と

ほぼ横ばいなのですけれども、調整区域で大幅に減る、これが人口減少の原因なわけです。その原因

の、例えば藤川なんかでいいますと、うんと昔に開発した住宅の次三男が、そこにとどまらずにどこ

かへ町外に流出すると、それがどこでわかるかというと、高齢者政策の人口動態のページを、４４ペ

ージですけれども、これ人口ピラミッド。それで、これを大まかに見ますと平成２２年で６０から

６４歳、このあたりの人口が一番多いのです。それで、だんだん、だんだん減って、生まれている子

は７２３の８００ですから１，５００人ぐらいしかいないのです。だから、我々の世代の半分ぐらい

しかいないのです。だから、これがずっと進むと、我々が片づくころには人口はうんと減ると、必ず
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減ると、これをあらわしているわけです。これはもう理屈、どうやったって永遠に我々生きているわ

けではないですから、１０年後、２０年後、３０年後。それで、特徴的なのはこの２５から２９、当

然子供が生まれても、またこれが減っているのです、ごらんいただけますか。これはなぜ減るのか、

要するに大学卒業した、ところがどこかへ出ていくと、ここに減少があるわけです。だから、人口の

サイクルがまだ我が町にはできていないというふうに分析しておかないと、大変なことになると。大

規模集落指定は、本当は抜け駆けみたいな話なので、うんと田舎のほうのコミュニティーを維持する

ための目的で指定は大体考えられているのですけれども、県内でも指定を受けているところが、これ

でいきますと桐生市では、梅田、川内、広沢、伊勢崎市は特例市になったので、全部これはもう関係

なくて、太田市も関係なくなりました。館林市では花山、上赤何だかわかりませんけれども、板倉町

は北南、明和町、千代田町、邑楽町と、これを見ると先ほど言ったような人口減少のそういう山のほ

うのところのコミュニティーをと言いながら、現実には千代田町だとか邑楽町とか明和町とか、そう

いうところも指定を受けているのです。何とか人口減を食いとめたいというのが。それで、いろいろ

な制度の仕組みがあるのですけれども、その辺どんな研究をなさっているのか、担当課長、お願いい

たします。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） どんな研究をしているかということでありまして、そう言われると

なかなか研究まではしていないというような状況になってしまいます。ただ、前回の宇津木議員のと

きの質問も、藤岡市なんかは検討しているようだということでご質問いただいたと思います。藤岡市

を調べてみますと、藤岡市の場合、新たな新市街地のほうの形成は今後行わない予定だということを

もとに、大規模既存集落の指定のほうを行っていこうというようなことで指定を受けたというような

経緯があるというふうに聞いております。 

 当町の場合は、そういうことから考えますと、新市街地を都市計画の定期見直しとか随時編入の中

で、これからももう少し考えていこうというようなところがございまして、そちらのほうの新市街地

のほうをある程度どこまで広げていくかということをまず計画して、また実施して、その後に大規模

既存集落を検討していくべきではないかということで私は考えております。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） 人口減少が危機的な状況というのを早目に食いとめないと、減ってしま

ってからですと、活力のもとですから。昨日来の答弁でもあるように、用地不足と、要するにだから

出ていくのだと、例えば今度２００戸の分譲地をつくります。土地買って、ハウスメーカーでつくれ

ばやっぱり４，０００万円とか５，０００万円のうちになるのではないでしょうか。新堀団地でダイ
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ワハウスがやっていたのが、やっぱり４，０００万円クラスだそうです。住めるのは、聞いたらば旦

那さんが県庁職員で奥さんが役場へ勤めていると、看護婦さんだとか、要するにそういうハイクラス

の人たちの住まいなのです。それはそれで悪いことではありません。だけれども、今この人口流出が

起こっているやっぱり対策としては、その意味ではちょっとずれてくるのではないかなと思うのです。

実際に我々も飯塚とか長く住んでいるわけですけれども、もう打ちどまりなのです、うちが建つのは。

うちが何軒か建っています、どこどこの息子のうちだなと、こういうのがはっきりわかるような状況

で、結構藤川団地なんかでも、ひとり暮らしがどんどんふえてきているのです。だから、そういうこ

とを考えると、要するに周辺のところの人口はもっと爆発的に、このままでは減るのではないかとい

うふうに心配をしているのですが、町長はその辺についての自分の身の回りの状況とか、町内を歩い

ていての人口の想像というのですか、予測についてどんな感覚をお持ちでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） この状況を放っておきますと、高齢化が一挙に進んでいきますので、高齢者

だけの家庭が圧倒的にふえてきます。ですから、いかに若い人をこれから入れていくかということで

はないかなと、もう一つは、２代目、３代目で出ていってしまう子供たちをどうつなぎとめるかとい

うことになると思います。これをしないと、本当に玉村町の人口も山間部と同じように高齢化率５０％

なんていうような数字になりかねない、これは将来的にはどうなるかわかりませんけれども、急激に

高齢化率が高まっていくと、群馬県そのものが４人に１人が６５歳以上になりました。玉村町は、今

のところ２０％、１９．何％でございますから、５人に１人でございます。群馬県は４人に１人とい

うことでございますけれども、これはもうとめようもないような形で今後進んでいくわけでございま

すので、それを食いとめるというのは、相当至難のわざだと思っておりますけれども、それに手を打

たないと、そうなっていくということは目に見えているということでございますので、今後、今この

議会でもたくさんの意見を出していただきました。これは、本当にこれからもこういうような形で、

玉村町の人口に対する問題点をみんなして知恵を出し合っていただくということが一番必要かなと考

えております。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） それで、これ都市計画マスタープランなのですけれども、１３ページに

高齢化率が字別に出ているのですけれども、飯倉が特に高いのは老人ホームのところのせいかなとい

うようなイメージがちょっとあるのですが、これは別にしても、下新田、与六分、上福島、これが２０％

以上の高齢化率なのです。比較的まだ率が低いのは下之宮、南玉、飯塚、上之手、上茂木、宇貫と、

何となくこういう感じになっているのです。やっぱり一つ一つこの人口の減り方と高齢化率というの

をよく分析して、それをしっかり認識した上で人口対策というのを今後きめ細かく立てていかないと
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ならないと。大規模既存集落については、こんなのもあるのだよという部分で、研究してみたらどう

だという話なのですけれども、何とかやっぱり、それはないよとか何とかと言っている場合ではない

ような気がするのですけれども、ぜひ研究していただきたいと、同じ質問を１年もたたないでやると

いうのは私としては非常に珍しいことなのですけれども、いてもたってもいられないと、ただただ人

口をふやすのだ、ふやすのだと言って、そういう具体策なしに話が進んでいくのは、到底私にとって

は理解ができないと、こういうことで、このことだけにとらわれずに、ほかの方法も含めて考えてい

く必要があるのではないかと思います。やっぱり国は、農業を守る、農地を守るとは言うのですけれ

ども、確かにその意味もよくわかります。しかし、現実にもう例えば農村地帯であった飯塚なんかで

も、本気で農業している人は本当に少なくなっているのです。大きな農家のうちも、子供は銀行員だ

ったり役場へ勤めていたり、どうするのだと言ったら、いや、おしまいさなんていうようなことで、

農業公社とか何とかで、だから住宅地域にある畑なんかはもうもてあましているのです、本当のこと

言って。それで、農地水の皆さんが菜っ葉とかつくってみたりして、荒れるのを防いでいるという現

状を考えると、玉村町が今一番求めている、そういう人口をふやす施策の中に、何としてもそれはや

っぱり頭を切りかえていくということが私は必要なのではないかと思いますけれども、これは県の指

定とかいろんな難しい問題もありますから、しろと言ってもできるというふうには保証はありません

けれども、県の基準があります。これは後でよく読んでいただいて、ちょっと読んでみますと、旧村

役場を含む、鉄道の駅、小学校、中学校、いずれの施設があることと、ですから町レベルとかそうい

うことができないのです。例えば芝根地区とか上陽地区とか、そういう地区を限定して指定をしてく

るということで、その地区の中には、さっき言った市街化調整区域の規制要件を緩和することが、条

件によってですよ、いろいろ制約はありますけれども、今みたいに何の方法もないというのと違って、

やっぱりできるということで、今まで玉村町が人口急増した一番の原因は、都市計画の線引きの前の

駆け込み開発だったのではないですか、確かにスプロール化も招きました。そういう問題点もありま

した。でも、それがなければ３万７，０００どころか２万人の人口のまま推移していたのではないで

しょうか。これだけ活気があるのも、そういう一つの時代のエネルギーを吸収して、いち早くそうい

う自然のエネルギーの中で町が形成していったと、こういうことだと思うのです。それで、工業団地

は周辺にいっぱいつくってくれるようですから、町でもつくるし、働き場はどんどんできるのではな

いかということになると、あとはやっぱり住む場所を確保し、人口減を食いとめていくと、これぜひ

研究をしていただきたいと思います。この話はこの程度にしておきまして、おしりのほうから、嚮義

堂についてです。 

 この学校様というこんな立派な本が、八木一章さんが発行されて、勢多農の先輩ですけれども、い

ろいろ研究をなされています。私も嚮義堂を、今回この質問について改めて中にも入ってみました。

四、五年前までは人が住んでいたのだそうですけれども、その人が出ていって今はもう荒れ放題と、

裏の戸なんかももう外れているのです。だから、風がビュウビュウ吹いているので、だからあのとき
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に７人の関係者にお集まりいただきました。この本を貸していただいて、その八木一章さんが講演し

たテープも借りて聞いています。やっぱり地域には学校様ということで非常に親しまれているという

ことで、ただその江戸時代の建物はもうなくてということですけれども、浦野神村さんという人が樋

越の人のようですけれども、そのお墓にもあるし、町の歴史めぐりカルタの「う」のところで、浦野

神村すぐれた藩主と、浦野神村嚮義堂ということで、嚮義堂が玉村町の名所でカルタに載っているの

です。関係者の皆さんのお話聞くと、あそこのところに人が入って火でもつけられたら困るよなとい

うようなことで、さりとて直すお金もないし、どうしたものかなと、一部には解体して更地にしてし

まったらどうだという声も出ているのだということで、それだけは待ってくれ、今町に一般質問して

みるからということでしたのですけれども、もちろん研究をするということで、委員会を立ち上げて

これからそれに取り組むということですけれども、ある程度の方向性というのですか、ちょっと待っ

てくれというのも、考えたけれども、好きにしてくれというような話では待ち切れない、要するに解

体をとめられないということもあるので、どんなものでしょうか。私の一案では、それは委員会で研

究すればいいことですけれども、とりあえず改修して会議所に使うとか、歴史的資産を展示する施設

にする、つくってとりあえずやるだとか、逆に言えば文化財で発掘したいろんなものがありますよね、

置き場に困っている、それを置いている収納庫みたいなのも借りたりなんかしている、前そんな話も

出ていましたけれども、今はちょっとわかりませんけれども、そういうものにでも転用するとか、い

ずれにしても解体を、壊してしまえば終わりになりますので、何らかのちょっと待ってくれと言って、

ただ待ってくれというわけにはいかないから、その辺についての見通しというのはどんなお考えでし

ょうか、難しい話だとは思いますけれども。 

◇議長（浅見武志君） 生涯学習課長。 

              〔生涯学習課長 川端秀信君発言〕 

◇生涯学習課長（川端秀信君） 私たちも専門家に見てもらいました。議員さんも見てもらったと思

いますが、専門家に見てもらいましたら、結構しっかりした建物で、２年前の大震災でも耐えたぐら

いですから、しっかりした建物。これを壊すのは簡単ですけれども、明治時代の建物ですから、これ

を地元と、答弁で述べたように委員会を立ち上げて何が利活用できるか、それでせっかくの學の、玉

村町の教育の原点でもありますので、子供たちの作品とかカルタとか書道とか、そういう何か展示が

できるようなものの利活用がうまくできるように考えながら、これをどうするかというのを結論づけ

考えていきます。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） 正直言って、壊すのを待ってくれと言ってきたのです。壊すのは簡単で

すよね、すぐ壊れてしまいます、片づけるのも簡単だし。だけれども、それでいいものかどうかとい

うようなことで、ただそれがどれだけ意義のあるものかというのは、なかなかこれは難しいことだと
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思うのですけれども、ある人はこの本を出したので、これが一つの形見で残るから壊していいかなん

ていうような声もありました、正直言って。だけれども、どうなのでしょうか、玉村町もこれから観

光とかいろんなことで、要するにアイデンティティーを求めていくということになれば、そういうの

を一つ一つ大事にする気持ちもやっぱり持っていかなくてはならないと。そんな中で、地元の皆さん

に、関係者の皆さんに待ってくれというのに、夢みたいな話で待ってと、いやというようなことなの

だけれども、急に町長に振るけれども、町長どうでしょうか、何とか俺の責任でいい方向にするから

待つように言ってくれとでも言えば、私も言ってはみるのですけれども。委員会でなんて言っている

けれども、でもあれかな、とりあえず町長、お願いいたします。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 教育委員会が、嚮義堂という看板を大胡線に立ててありました。私も以前、

それどういうものがあるのかなと思って入っていきまして、上福島に入りましたら、嚮義堂にぶつか

ったわけでございます。外から建物を見たときだけは、何だこんなものかという感じでございました。

ただ、この内容をいろいろ聞いてみましたら、嚮義堂の建設をされた伊勢崎藩の教育に対する心構え

というのですか、地元の一般の人を教育するということで建ったということで、この内容がこんなに

すばらしい内容だとは思っていなかったのですけれども、私が行ったときは人が住んでいましたので、

何かバラックみたいな感じだけを感じたのですけれども、やはり地域の人たちもそれなりの心意気を

持っておりますし、町としてもただ古いものがいいということだけではなくて、例えば明治からでき

たものであっても意義があるものであれば、これは我々とすれば残して自分たちの子孫にこれをつな

げるという役目もあるのかなと考えております。そういう意味で、先ほど生涯学習課長のほうからも

話がありまして、研究会を立ち上げてということでございますので、応急的に何かをすぐしなければ

ならないということがあれば、それはまた別として、基本的には嚮義堂を町と地域と一体となって残

していくような努力をしていくということで私はやっていきたいので、ただ宇津木議員さんがすぐ、

すぐと言って、そういうことに対しては例えば雨漏りがしていればそれを直すとかという、そういう

ことはしなくてはいけないかなと思いますけれども、この嚮義堂の本当の意味をもっと町民、玉村町

の皆さんに知っていただいて、そしてこれをみんなで大事にしていくということは、私もやっていき

たいなと思っています。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） 安心して、ではちょっと待ってくれと。利活用というのですか、保存す

るにしてもどういうふうにしていくかというのは、これは十分専門家の意見とか、これから研究をし

ていくと、それはそれでいいと思うのです。残す方向で研究すると、町でも何とかしたいということ

が、意思が伝われば地権者というか、その関係者の皆さんも、ではもうちょっと頑張るかという話に
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なろうかと思うのです。当日集まった皆さんも、先祖というのか、ずっと受け継いだものですから、

正直言ってこれでおしまいというのはなかなかできないと、さりとて財源もないからあれを直すとい

っても、では１戸１００万円ずつ出すかなんていう話も、それはちょっと難しいし、裏の戸ぐらいは

応急的なものをするかどうかというのはするのですけれども、いずれにしても鍵がかけられるように

ぐらいまでは当面しておかないとならないのかなというような気がしますけれども、それはまた改め

て関係者の皆さんとよく、いろんな計画を相談する中で進めていっていただきたいと思います。では、

その件についてはそういうことで。 

 それから、先ほど来話が出ましたけれども、要するに高齢者の施策ということですけれども、やっ

ぱり先ほど人口のグラフもありました。我々団塊の世代、私も６５になりました。そのあたりがごっ

そり多いのです。これがみんなずっといって、下のほうがこういうふうに細っていますから、この肝

心なところが抜けていくようなことになると大変なことになると。これは、今議会でも、要するに少

子高齢化、それから人口減少、これが地域経済、地方自治体を疲弊させていく、直面する課題だと思

うのです。このことは、何も玉村町だけでなく、どこの自治体も真剣に考えています。特に議長会な

んかでも、山のほうというか、議長さんともよく話しましたけれども、本当にところによっては限界

集落というようなものもあったり、町会議員のなり手もいないのだよと、後継者を探さなければ俺は

もう引退できないなんていうようなこともおっしゃっている方もいました。だから、我々の玉村町は

まだまだ恵まれていると。恵まれているだけに、この問題についてやっぱり本気で今取り組みという

ところがちょっと甘いのかなと思います。高齢者が安心して暮らす、それで第５期高齢者保健福祉計

画が出ました。中身は非常に立派なもので、このとおりに行けばこれはいいなというふうに思ってい

ます。 

 課長にお聞きするのですが、元気なお年寄りと、それで筋トレとかいろいろありますけれども、ち

ょっと私最近気になるのは、長寿会がなくなっているというか、終わってしまったよというようなと

ころができてきているようなのです。本来的に言えば年寄りはどんどんふえていくのだから、長寿会

ばかり元気でというような話になるのかなと思ったらば、あに図らんや、やはりうちの近所の部落で

も長寿会がなくなったという話も聞いています。この辺の現状については、課長どんな話を聞いてい

ますか。 

◇議長（浅見武志君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） 長寿会が最近衰退しているというようなお話でございます。平成

２３年度が３１支部で１，９００名程度会員がおったわけですが、その後も減っているというふうな

話は聞いております。支部もなくなるというような話も聞いております。そういった中で、その原因

ということでございますが、町といたしましては何が原因なのかというのは、そこまではまだ検討は

していなくてわからないわけなのですが、長寿会の充実を図るためには、今後とも町としても助成等、
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いろいろな部分でしてはまいりたいとは考えております。 

 元気な高齢者、宇津木議員を初めここの議員さんなんかも、いきいきカードが行った方もおるので

すが、元気な高齢者がとにかく今後いっぱいいるわけです。また、そういう中でも先ほどから申し上

げておられますように高齢化率のほうも上がりまして、町長も先ほど４人に１人、３２年には５人に

１人というようなことで、ひとり暮らし年寄りもふえるという中で、元気な高齢者がその中でもたく

さんいますので、いかにそういった方々が長寿会に入るか入らないか、この辺もあるのですが、さま

ざまないろんな皆様方からなぜ入らないかというのは、今回の議会でもちょっと出ておるような状況

で、入っても新参者で車の運転に使われるとか、そういうので嫌だよとか、まだまだ自由が皆さん、

どこでもまだ行けます世代であります。元気です。そういう中で、あえてそういう仲間に入らなくて

もいいというような意識、自分が年とったら困ることになるので、その辺今からどういう形で考えて

いるのか、人それぞれ皆さん考え方があるので何とも言えないのですが、そういった原因も聞きまし

て、やはりそれぞれの地域でございますので、地域のまとまりというか、そういうことで筋トレもや

っていますし、いろいろサロンとかもやっている地域もございますし、そういった中で、そういう地

区、地区によっては生涯学習の中でカラオケ大会等もやっているというふうな地区もございますし、

そういった中に溶け込んでいった中で長寿会にもつながればいいのかなとも思いますが、原因という

ところまではまだちょっと突きとめてはおりません。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） 超高齢化社会になるよ、なるよと言いながら、たまりんの乗車率も下が

る、長寿会の会員も若干減る傾向、グラウンドゴルフは大盛況ですけれども、これは町長の町民１人

１スポーツというのが功を奏して、筋トレもそれぞれの成果を上げています。やっぱりそれなりの施

策をとったところで、何か歯どめがきいているのですから、長寿会がうんと人数が多ければ、それが

ただいいという話のレベルで言っているわけではないのですけれども、例えば長寿会への支援の問題

ですけれども、飯塚は第１と第２になっているのですよね、何で２つあるかと、５０人でワンセット

の補助金なのですか。 

              〔「はい」の声あり〕 

◇１３番（宇津木治宣君） それが何でそんなこと、そういうあれにしなくてはならないのか、この

理由は何でしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） これは、県からの助成金もいただいております。その助成金が５０人

から１００人までとか２０人から５０人までとか以下とか、その辺でランクがありまして、助成金の

額を変えているわけです。そうしますと、１００人になると２つに分けたほうが得になるわけです。
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そういった部分で２つに分けたと、また少なくなれば一緒になるとか、その辺もあるので、今後その

辺を見直す考えでおります。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） 長寿会が大変な原因というのは、何となくわかるのです。我々６５歳ぐ

らいはまだ若いつもりだから、いきいきカードが来たときに、正直言ってがっかりしたのです。あり

がたいなという気持ちよりは、俺は若いのにこんなもの来てなんていうのが、茶色い介護保険証が来

て、いよいよだなと、本当に覚悟するまでは、もうあと１０年ぐらい。今長寿会の活動もやっていま

すけれども、そういうようなことで、若い人が元気だから長寿会のイメージが合わないのかなという

ような印象もあります。それと同時に、先ほど言ったようにやっぱり役員になり手がいないというの

も、地域のリーダーが。そこで、それではやめてしまおうというような話になっている、どことは言

いませんけれども、そんなようなところもあると、その一つの原因に、５０人一束なので、分けると

か分けないと、飯塚なんかは第１と第２があるのです。私は第２のほうだったかな、何のあれも一緒

なのですけれども、補助金の関係でそういうふうにするというから、いかにもこれは不合理というの

ですか、金をくれるのに幾人でとかと、そういうあれがやっぱり組織をきっちりさせない一つの誘導

になっている。見直すということですから、それはどんなふうに見直しをするということでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） もちろんできれば補助金も多少なりとも増額できるような形をとれ

ればいいのですが、人数の構成を少し見直しまして、何人から何人までという幅でランクづけで出し

ていたのですが、その人数の部分を少し見直させていただこうかなと思っております。 

 それから、ちょっと余分というか、あれなのですが、最近老人センターがすごく混んでいるのです。

２００人から入るようになってきました。これは、やはりそういった団塊の世代の方たちもふえてき

ている部分も原因にあるかなと思います。やはり老人福祉センターを核としまして、老人福祉センタ

ーの充実も、これも図りながら長寿会とあわせてやっていければなというふうにも考えております。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） いずれにしても元気なお年寄りをつくっていくということは、高齢化社

会に対向していく一つの、年とったから悪いわけではなくて、元気なお年寄りは何の問題もないわけ

ですから、そういう形に施策をとっていかなければならないのだと思うのです。 

 それで、筋トレなのですけれども、今どのくらいの程度で、これはあれかな、行われているのでし

ょうか。 

◇議長（浅見武志君） 健康福祉課長。 
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              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） 高齢者筋トレ事業につきましては、３４カ所で現在６００名程度が

参加しております。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） 時間がないので、施政方針のほうに移ります。 

 これやっているとほかが何にもできなくなってしまうと思って、どうせ水かけ論になるのだろうな

と。独自政策、独自色を出せば乗り切れると町長はおっしゃいました。出せばですよね、私が聞いて

いるのは、どんな独自色があるのですかと、こう畳みかけて聞いているのですけれども、おおよそ考

えられるのはどんな独自色といっても、例えば道の駅なんかでも２６カ所県内にあるのです。一応の

基準があって、トイレとか案内板とか、決まりがあるのです。その決まりのものと、そこに直売所と

か情報発信の施設とか、例えば道の駅で言えば独自色というのは非常に難しいのかなと思うのですけ

れども、この問題に絞って、ちょっとどんな独自色を考える、これは経済産業課長ですか。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 

◇経済産業課長（筑井俊光君） 前にも答えたのですが、独自色って前に図面、こちらのほうをお渡

ししましたか、その中に直売所、休憩施設、それからここには仮称なのですけれども、たまたんギャ

ラリーとかという形になっています。玉村町の場合には、ゆるキャラが今出ていますので、そのゆる

キャラを少し活用していくのかなと考えられます。 

 それから、あとは独自の、この間グランプリとりましたたまロンスティックですか、そのところも

支援していくような形にしたいと思っています。 

 それから、きょうの農業新聞に出ているのですが、こちらのほうに玉村町こむぎの会というのがあ

るのですけれども、その関係で米粉を使ったケーキで桑餅とかというのをつくっています。それを週

３回、地元産の小麦、野菜を使ってお弁当やまんじゅう、お焼きなどを加工販売して、その直売所で

やっていくと、こういうのをメーンにしていきたいと考えています。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） 私も長く、３６歳で脱サラして、持ち帰りのすしと弁当を長くやってい

ました。議員になったので、だんだんできなくなって、おととしですか、廃業しましたけれども、こ

の独自色とか商売というのは非常に難しいのです。それと、歴史の荒波というのがどんどん変わって

いって、昔はコンビニがなかった、私が店を始めたときは。一店もなかったから、お弁当なんかもう

んと売れたのですけれども、今はコンビニがその辺にどんどん力を入れているということで、要する

にいっときはやったものもすぐ時代の荒波に飲まれていくと、全国の道の駅も千差万別です。非常に
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苦戦しているところもありますし、調子のいいところもあるということで、独自色は何だ何だという

のだけれども、やっぱり最終的には地域との結びつきというのですか、要するに根っこの部分だと思

うのです。例えば直売所にしても、直売所が独自色ではなくて、並べる商品、生産者、その部分と結

びついていないと、例えば吉岡なんかでも、マネジャーが、キュウリがないのだけれども持ってきて

くれないかなとかと、ない、ではなんてどんどん、どんどん電話して、やっぱり品切れを防ぐのです。

それを計画的に、ずっと何月にはどこのうちの誰が何を出すかという、そういうスケジュールを綿密

に立てて品切れを防いでいくと、こういうことなのです。だから、地域密着というのはそういう作業

を通して、地域の人が顔を合わせて考えなくてはならないから、密着どころか真剣に取り組むという

ことで、そのことが要するに経済活性化につながるのだというふうに私は理解しているのですけれど

も、その辺の考えについてどうでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 

◇経済産業課長（筑井俊光君） おっしゃるとおりだと思います。その辺を参考にしながらやってい

きたいと思います。その中に地産地消、例えば豆腐なんかも、玉村町でできた大豆を利用して豆腐を

つくっていくと、そういうものとは肉の駅があるのですけれども、そちらのほうの地場産、玉村町で

も豚を飼ったり牛を飼ったりしている方もいますので、その肉を使った地場産、それから県内では玉

村町だけだと思うのですけれども、セロリなんかはここだけなのです。そういう特徴を生かしたもの

をつくっていければと思っています。また、地場産でおいしいお米を、今農業が法人化されたり、認

定農業者という形で集約していますけれども、その中で競っていただいて、おいしいお米をつくって

いただいて、そのお米をここで販売するような形もやっていきたいなと思っております。 

◇議長（浅見武志君） １３番宇津木治宣議員。 

              〔１３番 宇津木治宣君発言〕 

◇１３番（宇津木治宣君） いずれにしても、本当に心配が尽きないのですけれども、これを乗り切

るしかないので、頑張っていきましょう。 

 以上で終わります。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。午後１時３０分より再開いたします。 

   午後０時４分休憩 

                                         

   午後１時３０分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 次に、１０番川端宏和議員の発言を許します。 
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              〔１０番 川端宏和君登壇〕 

◇１０番（川端宏和君） 議席番号１０番川端宏和です。議長の許しを得ておりますので、一般質問

を通告書に沿ってお願いいたしたいと思います。 

 １つ目、平成２５年度施政方針についてでございます。町長の施政方針において、５つの重点分野

に沿った編成を行い、玉村町で生まれ育った若者がふるさと玉村町の未来に魅力を感じ、住みたいと

思えるような町を築くとあります。執行として毎年努力をしておりますが、他方からは玉村町は魅力

がないとよく声を聞きます。そこで、町民の町への魅力、幸福度を増すために町長の決意を改めて伺

います。 

 また、元気のある地域経済で活力のあるまちづくりにおいて、たまむら道の駅、これは仮称でござ

いますが、と高崎・玉村スマートインターチェンジ、これも仮称でございます。周辺地区のまちづく

り事業についての取り組み及び進捗状況についてお伺いいたします。 

 次に、伝統芸能継承への支援を求めるものでございます。ことしも早春の三大祭りが盛大に行われ

ました。町は、見物ツアーを組みまして、祭り当事者にはやりがいもでき、大変喜ばれているところ

でもございます。しかし、この伝統芸能継承には、祭りに使う備品の修繕と資金繰りに苦慮している

のが本音でございます。町として、活動に必要な修繕費や購入費を補助する補助制度の導入を求める

ものでございます。 

 最後に、不審者対策の一環として何ができるかでございます。たまむらお知らせメール、メルたま

の情報によりますと、２月において２件、その後また１件聞きましたので、その不審者の情報があり

ました。午後３時から５時ごろの帰宅途中の学童への事案と聞いておりますが、その対策についてお

伺いいたします。 

 これで第１の質問といたします。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） １０番川端宏和議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、平成２５年度施政方針についてでございます。私は、先人が築き上げ発展させてきた

この玉村町が持つ豊かな風土、豊かな人間性などの資源を最大限に生かすことによって、ここに暮ら

す人々が健康で生き生きと暮らし、将来に夢と希望を持って成長することのできる町を必ず築くこと

ができると信じております。その考えは、今も変わっておりません。 

 さて、川端議員ご質問の玉村町で生まれ育った若者が町の未来に魅力を感じ、住みたいと思えるよ

うな町ということについて、私は大まかに申し上げて３つあると思っております。その１つは、子供

を産み育てやすい環境づくりでございます。町には、利根川、烏川という２つの大きな川が流れ、水

辺の自然環境に恵まれております。そして、その周辺には東部スポーツ広場や岩倉自然公園があり、

北部公園や総合運動公園など、遊び場や憩いの場があります。また、これまで積極的に取り組んでき
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た放課後児童クラブや保育所の延長保育、一時預かり、第３子無料化のほか、ファミリーサポートセ

ンター、産後ママヘルパーなどの子育て支援策が充実しております。特に今年度からは、民間保育所

が開設することになりました。この保育所は、休日保育も開始されることになります。さらに、全て

の小中学校において耐震化は完了し、充実した設備や器具等を初め、少人数指導たまむらプランなど

により、安全で充実した学習環境が提供されており、また地域のボランティアや県立女子大学等の協

力により、地域社会が連携して子育てを支援する体制も整いつつあります。そして、幼稚園や保育所

の保育料や放課後児童クラブ使用料、学校給食費などについては隣接する自治体とほぼ同水準、また

はそれ以下の安価に設定されております。また、妊婦健診を初め新生児から３歳児までの健康診査や

歯科検診、さらに訪問指導や各種教室、相談事業、こうのとり助成事業などの充実した母子保健事業

に加え、ブックスタート事業もあわせて行っております。このように、子供を産み育てやすい環境づ

くりは年々充実しつつあり、今後も働きながらでも子供を育てられる安心感をさらに向上させ、隣接

自治体に比べ子育てに対する経済的な負担が少なく、子育てしやすい環境づくりを進めていきたいと

考えております。 

 次に、２つ目として恵まれた立地条件を生かしたまちづくりであります。ご承知のとおり県央に位

置している玉村町から、前橋市、高崎市、伊勢崎市など、近隣の県内主要都市へのマイカー通勤の便

がいいことは、子育てをする若い共稼ぎ世代にとって大きな魅力となります。東毛広域幹線道路の開

通に伴い、その利便性はさらに向上することとなります。例えば東毛広域幹線道路が高崎駅まで開通

したことにより、これまで玉村町から高崎駅まで車で３１分かかっていたものが１３分短縮され、

１８分で行けるようになりました。これは平均的な時間でございますので。また、２年後の平成２６年

度には全線開通する見込みであり、これまで伊勢崎市役所まで２７分かかっていたものがやはり

１３分短縮し、１４分で行けるようになります。さらに、五料橋の渋滞が解消され、救急搬送の時間

も短縮されることが期待できます。また、前橋南インターチェンジや高崎・玉村スマートインターチ

ェンジ（仮称）の開通により、自宅を出て早ければ１０分以内、遅くとも３０分以内には関越自動車

道、または北関東自動車道等にアクセスすることが可能であります。このように、恵まれた交通の利

便性を生かして企業誘致の促進を図るとともに、就業の場をふやし地域経済を活性化させることも期

待できます。さらに、高崎・玉村スマートインターチェンジ（仮称）周辺地区のまちづくり事業に取

り組んでおり、また玉村町へ進出したいという企業数社から問い合わせがある状況でございますので、

東部工業団地の拡張を計画的に進めてまいります。さらに、高崎市や伊勢崎市で進められている大規

模工業開発や、前橋南インターチェンジ周辺の大規模商業施設などの影響を取り入れて、文化センタ

ー周辺地区を中心に定住環境の備わったまちづくりを進めることにより、若い共働き世代の転入と定

住化を促進してまいります。 

 最後に、３つ目として町民が誇れる町の魅力づくりでございます。玉村町には、全国的に有名にな

りつつあるたまむら花火大会があります。また、農作物直売所や加工所を併設したたまむら道の駅（仮
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称）が予定されています。さらに、東毛広域幹線道路の藤岡・大胡線から西約２．４キロの両側のカ

ワヅザクラ並木も大きな魅力となります。そのほか春の三大祭りやふるさとまつり、産業祭、その他

歴史資産などさまざまな魅力があり、そして何よりもここに住んでいる町民の豊かな人間性も大きな

魅力となります。 

 このように、玉村町の今後の発展には大きな期待が寄せられているところであり、玉村町で生まれ

育った若者が町の未来に魅力を感じ、住みたいと思えるような町となるよう私は全力で取り組んでい

く所存でございます。なお、今年度はこれらの施策や町の魅力を積極的かつ有効的に発信するため、

定住促進や企業誘致のためのリーフレットを作成し、シティーセールス活動に役立てていきたいと考

えております。 

 続きまして、高崎・玉村スマートインターチェンジ（仮称）周辺地区のまちづくり事業についてお

答えいたします。高崎・玉村スマートインターチェンジ周辺地区まちづくり事業につきましては、ス

マートインターチェンジに隣接、広域幹線道路に接近という観点から、工業、物流系による土地利用

ということだけでなく、周辺地域の開発動向や町として当地区をどのように位置づけて、町内の他地

区との連携を図っていくかということも検討しながら進めております。 

 高崎市や前橋市といった周辺市でも、インターチェンジ等の整備を契機とした立地特性を生かした

開発計画が進行しております。当地区においても、高崎・玉村スマートインターチェンジ（仮称）の

開通に伴う新たな産業拠点の創出として検討を行っているところでございます。周辺都市による開発

に関しましては、立地特性を活用した上で、大規模開発によりそれぞれの用途に即した開発が進めら

れており、当町といたしましてもこれら他地区との差別化をいかにして図るべきか模索しております。 

 土地利用の方針につきましては、地権者や区長さんなどの住民の代表から成る玉村町スマートイン

ターチェンジ周辺地区まちづくり協議会にも検討をお願いしており、今年度中に意見がまとまること

となっております。協議会の意見を参考にして、事業化に向けた検討を進めていきたいと考えており

ます。この事業は、今後の玉村町を左右するような非常に重要な施策となります。皆様のご意見をい

ただきながら進めていきたいと考えておりますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 次に、伝統芸能への支援についての質問にお答えさせていただきます。玉村町で多くの伝統芸能や

祭りが地元の方々の熱意と努力により保存、継承されており、指定されている重要無形民俗文化財は

国指定の春鍬祭を初め、町指定も含めると１２件を数えます。これら貴重な伝統芸能や祭りは、子供

からお年寄りまで参加でき、また地域住民の交流の場にもなっており、地域のまちづくりの一翼を担

っております。 

 町では、昨年度開催された群馬ＤＣを観光元年と位置づけ、観光事業にも力を入れているところで

ございます。その観光事業の中でも、伝統芸能や祭りは重要な要素の一つと言えます。歴史と伝統の

ある我が町に残る特色ある伝統芸能や祭りを継承するため、町でも指定文化財となっている伝統芸能

や祭りの保存会に毎年上限３万円を補助するだけでなく、備品の修理や新調に対しても３０％を上限
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に補助をしており、多額の費用がかかる場合は国や県、または各種団体の補助金制度も活用できるよ

う取り組んでおります。また、今年度は県の地域振興整備補助金をいただいて「玉村町の郷土芸能」

パンフレットを作成、配布するとともに、先月１１日は「バスでめぐる玉村町の早春の三大祭り見学

ツアー」を企画するなど、ＰＲにも積極的に取り組んでおります。これからも、町では伝統文化の継

承とＰＲに心がけ、郷土玉村町を愛する心を育んでいきたいと考えているところでございます。その

ためにも、今までどおり引き続き財政的支援を行い、その保存、継承に努めていく所存でありますの

で、よろしくお願いいたします。 

 次に、不審者対策がございます。これについては教育長のほうから答弁をさせていただきます。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君登壇〕 

◇教育長（新井道憲君） ３番目の不審者対策についてお答え申し上げます。 

 まず、学校で行われております不審者対策を含めた子供たちの安全に関する取り組みについてご説

明申し上げます。まず１つ目は、下校のとき一人にならないという観点から、複数での下校の指導を

徹底しているということであります。学校では、定期的に集団下校をして安全に下校できる訓練もし

ているところです。また、兄弟で一緒に帰れるように高学年の授業が終わるまでの間、低学年の子供

を学習ボランティアが見てくれたりしている小学校もございます。 

 ２つ目は、子供に危険予測能力や危険回避能力を身につけさせる取り組みです。不審者対策の視点

から危険と思われる場所や、いざというときに逃げ込める子ども安全協力の家の場所等を書き入れた

安全マップを作成し、活用したり、防犯教室を実施したりして、発達段階に応じた実践的な安全教育

を進めたりしているところであります。 

 ３つ目は、地域を巻き込んだ安全対策です。各学校では、地域の人に見守り活動をお願いしている

ところであります。具体的には、子供の下校時間に合わせて通学路に出てもらい、パトロールをしな

がら子供たちに声をかけてもらうような活動であります。地域の人には、学校で配付した腕章をつけ

てもらい、犬の散歩などをしながら活動していただいているので負担にもならず、子供も安心して下

校できるということで大変効果が上がっています。 

 ４つ目は、関係機関との連携であります。不審者に遭遇したときには、すぐに警察に通報する指導

を徹底するとともに、学校は不審者の報告を受けると教育委員会にも伝えます。報告を受けた教育委

員会では、各学校や児童館など、子供にかかわる全ての機関に緊急ファクスを流し、情報を共有し、

注意を喚起します。情報を受けた学校等では、子供が下校途中である場合は教員がパトロールに出ま

す。また、生活環境安全課にも報告し、パトロールの強化などをお願いしているところであります。

小中学校には、子ども安全連絡網が整備されているので、さらにほかの児童にも危害が及ぶ可能性が

ある緊急性の高いものについては、学校から全ての保護者にメール、あるいは電話で情報を流し、注
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意を呼びかけているところです。生活環境安全課の対応としては、教育委員会より小中学校の下校時

に不審者情報の提供があった場合には、安心安全パトロール隊により学校周辺、通学路のパトロール

を行っています。また、学校の子ども安全連絡網メールとは別に、群馬県警上州くん安全・安心メー

ルによりまして不審者の情報が発信された場合には、その情報をメルたまに登録されている方に発信

を行い、登録者へ情報の提供をしているところです。 

 子供に安全と安心を保障することは、全ての教育活動の基盤であると考えているところであります。

そのためにも、学校と地域、関係機関が一体となって子供たちを守る体制をさらに充実させていきた

いと考えております。 

 以上です。 

◇議長（浅見武志君） １０番川端宏和議員。 

              〔１０番 川端宏和君発言〕 

◇１０番（川端宏和君） ２回目は、自席にて発言させていただきます。 

 １問目の２５年度施政方針についてでございますが、町長からいろいろな政策をお伺いしました。

玉村町においては、子育てがしやすい子供の環境づくりと、また立地条件を生かしたまちづくり等々

いろいろ言われましたが、中には魅力がないと。私は、玉村町で生まれ育ちました。この玉村町が大

好きで、今のような議員にもなりました。それにおいても魅力がないと言われるのはどの辺なのかな

と考えたときに、いまいち、余り玉村町を知らない人がまだ多いのではないかと、ＰＲ不足もあるの

でしょうけれども、玉村町に住んでいて最高なところだと私は思っています。 

 そこで、町長に施策等はいろいろ聞いたのですが、きのうの質問にも三友議員から夢は何ですかと

ありました。町長の率直な夢と、そして２５年度予算に向かっての決意をもう一度お伺いいたします。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） きのう三友議員さんの質問の中で、夢ということでお答えいたしました。そ

の中で、一番私がいつも感じているのは、子供が住みよい場所であるということ、玉村町に生まれて

きてよかったなと、そして玉村町にずっと住んでいたいなと思えるような町、地域というのですか、

これが私は一番基本かなと考えております。子供たちがそういう夢を持てる町であれば、これは必ず

我々大人、そして高齢者、我々の先輩の皆さんが、夢と言ってはおかしいのですけれども、住みよい

というのか、ここに住んでいてよかったよと、玉村町に生まれて、今までここに住んでいてよかった

よと思えるという地域ではないかなと。それには、まず先ほど申したとおり子供たちが夢を持てる地

域というのが基本で、私の仕事はその子供たちに夢を持たせるような地域づくりをしていく、これが

町長としての仕事かなと考えております。 

 ２５年度予算につきましても、そういうことを基本に置いて総合計画、そしてマスタープラン、そ

ういうものと調和しながら夢のある地域づくりということで進んでいきたいなと思っております。 
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◇議長（浅見武志君） １０番川端宏和議員。 

              〔１０番 川端宏和君発言〕 

◇１０番（川端宏和君） やはりトップというのはいろいろ大変ですよね、要は結果が出ないと何に

もやっていないのだろうと、そのように言われるのが現在だと思います。町長におきましては、リー

ダーシップをしっかりとっていただきまして、町民の幸福度、満足度アップのために頑張ってほしい、

そのように思っております。 

 また、それにちなんで玉村町が今やろうとしている事業におきまして、たまむら道の駅、そして高

崎・玉村スマートインターチェンジ周辺まちづくりということを進めているわけでございますが、今

玉村町は何が一番起爆剤になるかというと、やはり道の駅ではないかと私は思っています。賛否両論

ありまして、このまま玉村町はできるのだろうかと、そのような声もいろいろ聞きます。中身に関し

ては、いろいろまだ考えることはあると思いますが、これで挫折したら本当に玉村町は何の魅力もな

い町になってしまうのではないかと、その辺は危惧しているところでございます。この道の駅に関し

まして、もう一度町長、これ絶対やるのだと、何がなんでもやるのだと、その決意を述べていただき

たい、そのように思います。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 非常に力強い応援の言葉をいただきましてありがとうございます。 

 今年度予算に載せていただきました。これから最後に予算の承認をいただくわけでございますけれ

ども、あれだけの金額をかけて玉村町のために道の駅をこれからしっかりつくっていくという決意で

あの予算をつくったわけでございますので、その辺議会の皆さんには応援してもらわないと、我々も

ちょっと力が入らないところも出てくるかもわかりませんけれども、十二分に議会の皆さんの力を、

応援をいただいて、よりすばらしい道の駅をつくっていく決意でございます。 

◇議長（浅見武志君） １０番川端宏和議員。 

              〔１０番 川端宏和君発言〕 

◇１０番（川端宏和君） 道の駅におきましては、予算特別委員会におきましても場所はどうのとい

ろいろ意見はありましたが、あの場所でなければ意味がないと、私はそのように思っています。とい

うのは、町長と課長といろいろ説明がございましたが、広幹道と高速道路ですか、その重なった玉村

町の場所、それで高盛り土で買った余剰地が残っていると、やはりあの場所しか私は考えられないの

ではないかと、そのように思っていますので、ご期待しております。 

 それで、高崎・玉村スマートインターチェンジ周辺地区まちづくり事業なのですが、今予算にしま

して周辺まちづくり協議会からの提案を受けて、その土地利用の可能性について適否の判断や、その

提案に基づいた町としての基本方針を今後決定していくということですが、この適否というのは、こ

こはちょっと伊勢崎市、また高崎市は工業団地の構想がございます。この適否というのは、まるっき
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りなくなってしまうということも考えられるわけでしょうか、課長。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 適否といいますのは、全くなくなってしまうということではなくて、

この地区は都市計画のマスタープランの中にも産業集積地域ということでもう既に決定しております

ので、産業には幾つかありますので、そちらのほうをどのような産業でいけばいいのかということを

考えてもらっているわけでありまして、そのご意見をいただいた中で、最終的に町がどのような方向

で行くかということを決めていくという意味で解釈していただければというふうに思います。 

◇議長（浅見武志君） １０番川端宏和議員。 

              〔１０番 川端宏和君発言〕 

◇１０番（川端宏和君） これにおきましては協議会が立ち上げられているわけですが、この協議会

はもう何回か協議されているわけですよね、どんな課題等挙がっているわけでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高井弘仁君発言〕 

◇都市建設課長（高井弘仁君） 協議会のほうが既に５回開かれております。その中で、今現在どの

ような業者が町のほうに進出を希望しているかとか、それから工業でしたら、町のほうの人の意見な

のですが、工業については高崎市と伊勢崎市が工業団地で大規模なものを行いますけれども、これと

同じものではちょっと太刀打ちが今からではできないのではないかというような方向性も、この協議

会の中に報告もしております。 

 それから、農業を中心とした６次産業という案も協議会の中ではかなり強く出てきております。た

だ、６次産業はかなり夢があって、農業と商業と工業が一緒になったような産業でありますので、周

りの商業者、工業者、農業者に受けが非常にいいような産業というふうに皆様思っておりますし、町

も思っております。ですが、余りにも今こういうことでほかの市町村の状況などを見ておりますと、

これがなかなか大きく前進していくというケースがまだまだちょっと少ないように思います。そんな

ところで、この事業に対してもかなり大変でありますということもお話を申し上げております。 

 それから、ここは大規模な農業振興地域になっておりますので、そちらのハードルがかなり高いで

すよという話、それから群馬県全体の都市計画の方向性を申し上げますと、群馬県としますとやはり

知事が言っているのは、地震の少ない地域でありますので、その辺を利用した工業系を中心に、今は

どっちかというと誘導していくというふうな方向でありまして、商業につきましてはもう既に飽和状

態ではないのかというような意見さえもあることも、群馬県のほうは都市計画の中で考えております。

そんなようなことも皆さんに報告をさせていただきまして、そんな中でいい方向性をくださいという

ことでお願いしているのですけれども、いずれにしてもハードルが高いということで、非常に皆さん

も頭を抱えているところであります。今月の２２日に第６回目を行うことになっておりますので、そ
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の中で最終的な提言をいただくというふうに今現在なっております。 

◇議長（浅見武志君） １０番川端宏和議員。 

              〔１０番 川端宏和君発言〕 

◇１０番（川端宏和君） 私の感ずるところ、大分文化センター周辺の開発のほうに向いていて、こ

ちらのほうのことに関してはちょっと後ろ向きになってしまったかなと、そのような感じがしました

ので、質問させていただきました。産業集積の位置づけでございましたが、雇用も生み出しますし、

ぜひ強力に進めていっていただきたいと、そのように要望しておきます。 

 次に、伝統芸能継承への支援なのですが、ことしも早春の三大祭りとしてバスを連ねていきたいの

ですけれども、東京、県外の人からも来ていただいて、大変喜ばれているところでございます。私、

上新田地区の人間でございまして、上新田には３５０年の伝統を持つ獅子舞がございます。町長も毎

年見に来ていただいておるところでございますが、あれを継続していく人の努力、大変なのです。昔

は、子供は長男でなければできないと、いろいろ制約がございまして苦労した面もあります。それで、

補助金が年間３万円、今町から区に行って、区から各団体、保存会に来ているわけですけれども、そ

の３万円でいろいろやっていくというのは大変無理に等しいのですが、課長の話ですと、係長か、自

助努力でやってほしいと。３５０年、自助努力でやってきました。でも、限界というのがあるわけで

す。よそのお祭りと獅子舞とを見させてもらっても、すごくきれいな着物を着た踊り等いろいろある

わけですが、上新田におきましてはぼろを着ているような、今そのような状態でございます。近所の

方にいろいろ縫ってもらったり、補修をしながら今続けているわけでございますが、やはり制度とい

うのをつくっていただければ町の活性化にもつながると、それはなぜかというと、今いろいろお祭り

もなくなってきたところもあると思います。それの復活剤にもなるのではないかと思いましてこの制

度の要求をしたわけですが、それについて課長、どうでしょう。 

◇議長（浅見武志君） 生涯学習課長。 

              〔生涯学習課長 川端秀信君発言〕 

◇生涯学習課長（川端秀信君） その件についてお答えさせていただきます。 

 玉村町は１２件のお祭りがあって、ことし２５年度から１５団体に３万円の補助金出しますけれど

も、着物とか、そういうものについては単独では３０％の補助を出すつもりでおりますし、また国や

県や、あと民間の財団なんかでも補助金の制度があって、それを生かして購入とかというのも、担当

に相談していただければ県を通じて申請していきたいと考えております。 

 それで、補助金につきましては、今震災から２年たちましたけれども、どっちかというと国とか財

団の補助金というのは、東北の文化の支援事業のほうに回っている可能性が大きいので、こちらのほ

うに回るという枠も結構狭いので、できるだけ頑張って申請していきたいと考えています。 

◇議長（浅見武志君） １０番川端宏和議員。 

              〔１０番 川端宏和君発言〕 
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◇１０番（川端宏和君） 郷土芸能なのですが、お祭りのことでございますが、高崎市では一応市町

村で初めて行政制度を設けてやっていると。高崎市でできたものを玉村町でも、市町村ではなく町村

で初めての助成制度というのを持ったらいかがかと思いまして、今回質問させていただきました。も

う一度、課長。 

◇議長（浅見武志君） 生涯学習課長。 

              〔生涯学習課長 川端秀信君発言〕 

◇生涯学習課長（川端秀信君） 高崎市の場合は、連絡協議会、そこからいろんな加盟している保存

会に各種団体の補助金というのを出していると聞いていますけれども。 

◇議長（浅見武志君） １０番川端宏和議員。 

              〔１０番 川端宏和君発言〕 

◇１０番（川端宏和君） では、玉村町も連絡協議会をつくっていただきまして、そのような形で持

っていっていただきたい。町長、いろいろお祭り等、玉村町も行っているわけですが、その辺に関し

てどうお思いでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 地域で伝統芸能を維持するということは、非常にすばらしいことだと思って

おります。そういう中で、今川端議員さんの言わんとしていることは、金がかかるからということだ

と思います。この辺については、確かに文化というのは金がかかるものでございますし、これは継続

していただくということが大事でございますので、町としては継続できるような形で今後もその辺に

ついて検討をしていきたいと思っております。 

◇議長（浅見武志君） １０番川端宏和議員。 

              〔１０番 川端宏和君発言〕 

◇１０番（川端宏和君） ここで、はいとは多分言わないのでしょうけれども、玉村町の無形民俗文

化財ということで一応指定されておりますので、私たちも町のためにもやっておるわけですが、ぜひ

その辺をもう一度よく考えて、またご相談行きますけれども、お願いしたいと、そのように思ってお

ります。 

 最後に、不審者対策の一環として何ができるかなのですが、いろいろ教育長からも説明ございまし

た。私が今回思うところは、今、朝はＰＴＡのお母さん方が旗振りして子供の安全に関して守ってい

ただいていると、一番心配しているのは下校時なのです。その下校時に関して、今青パトなりいろい

ろ対策をしていただいております。町を見ますと、散歩している方、またサイクリングしている方、

また犬を連れて散歩している方、いろいろ見受けられるわけですが、そういう人に、今区の区長さん

のところに四、五枚こういうチョッキが配られて、これを着てパトロールしているところもあるので

すが、これを例えば散歩、ウオーキングしている方だとか、区の管理に関してです。置いて、こうい
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うのを皆さんに渡して散歩してもらうと、要は不審者というのは何が怖いかというと、人の目が一番

怖いのではないかと、そのように思っています。ぜひこれをもう少し広げていただいて、周り中がこ

れを着て真っ黄色になったっていいではないですか、玉村町は黄色の町だっていいだろうと思います。

その辺に関してどうお思いでしょうか。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） ただいまの川端議員のご質問でございますが、ベストと帽子だ

とか腕章等を年度の初めに区長さんに１着ずつですか、お渡しをさせていただいています。来年度に

つきましては、町長のほうから安心安全のまちづくりということで、やはりこういうものを皆さんに

配れるように用意しろということで、予算のほうもちょっとですが、余分につけていただいています

ので、できるだけ皆さんのほうにお配りできるようにしていきたいというふうに考えています。よろ

しくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） １０番川端宏和議員。 

              〔１０番 川端宏和君発言〕 

◇１０番（川端宏和君） ちょっとなのですが、やって無駄はないと思うのです。ウオーキングする

のに、これ着て恥ずかしいという人も当然いるとは思うのですが、絶対恥ずかしいことはないのです。

やはり皆さんがこれを着て、ぐるぐる、ぐるぐる回って目を凝らして子供たちの安全を見てもらえれ

ば抑止にもなると私は考えております。これはちょっとではなくて、皆さんに行くような考えでぜひ

お願いしたい。 

◇議長（浅見武志君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 高橋雅之君発言〕 

◇生活環境安全課長（高橋雅之君） できるだけ多くのベストとか帽子を用意させていただいて、お

配りできるようにしていきたいというふうに考えています。 

 今現在も、芝根小学校区域、上陽小学校区域では地域見守り隊ということで、そのベストだとか帽

子をかぶっていただいて、自分で散歩をする時間だとか犬の散歩の時間だとか、そういう時間をうま

く学校の下校時間に合わせていただいて、無理のないパトロールをしていただいているという学校見

守り隊というものの組織もございます。 

 聞くところによりますと、上新田地域も区長さんを先頭にわんわんパトロールというのですか、今

度新年度から始めるというお話も聞いています。そういうところにもできるだけ応援をしていきたい

というふうに考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

◇議長（浅見武志君） １０番川端宏和議員。 

              〔１０番 川端宏和君発言〕 

◇１０番（川端宏和君） とりあえずやってくれるということで聞きましたので、よろしくお願いし
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ます。 

 地域の子供は地域で守ろうが主でございますので、私たちも頑張りたいと、そのように思っていま

すので、よろしくお願いいたします。 

 私は、これで一般質問を終わります。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 休憩いたします。２時２５分より再開いたします。 

   午後２時１２分休憩 

                                         

   午後２時２５分再開 

◇議長（浅見武志君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（浅見武志君） 次に、１番笠原則孝議員の発言を許します。 

              〔１番 笠原則孝君登壇〕 

◇１番（笠原則孝君） 傍聴の皆さん、昼下がりの一番眠い時期、大変にご苦労さまであります。初

春とはいえ、まだ寒い日が続きます。そして、ことしは参議院の選挙、そして町議会議員の選挙もあ

ります。まだ東北のほうでは、復興が思うように進行しているとは言えないようですが、そんな中で

心配でなりません。 

 議席番号１番笠原則孝が、今回は最後に質問させてもらいます。その前に、重田課長並びに大島課

長におかれましては、４２年間お勤め大変ご苦労さまでございました。そして、残り本当に役場へ登

庁するのは９日間でございます。精いっぱいやっていただいて、退職に花を咲かせてください。 

 それでは、議席番号１番笠原則孝が一般質問をさせてもらいます。１番目は、連日マスコミ等で報

道されているいじめ問題について、当町の教育委員会はどのように対処し、また指導しているのか。

世の中では、教育委員会のシステム構造は上級機関、文部科学省、県教育委員会への数値報告が求め

られ成果主義に陥っており、教育委員会不要論も出ている中、当町ではそのようなことがないか。ま

た、本来の生徒個人個人のことを考えておられるのか、そしていじめは昔からあり、そう簡単にはな

くならないが、気づいたら早急に撲滅していかなければならないが、当町ではいじめ件数を把握し、

各学校でどのような指導をしているのか、まずお聞きいたします。 

 次に、町内の学校においては、体罰等は行われていないのか、また処分を、過去でもいいです、受

けた教職員はいるのかということをまず第１段階でお聞きします。 

 次に、第２といたしまして、各議員のほとんどがスマートインターの開設に伴う道の駅の直売所関

係のことについて皆さんが質問しておりますが、道の駅の直売所、物産館の建設の概要について、今

年度は早ければ年末には高崎・玉村スマートインターが開設される予定だが、いまだに道の駅の概要

がよく見えてきません。予算だけは７，９００万円ということと、設計図だけはいただきました。そ
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して、昨年１１月に道の駅建設委員会を発足させたようですが、先進地等への視察、研修はどのくら

い行いましたか。また、ＪＡ、商工会等の協力関係はどこまで得られているのか、具体案をお聞かせ

願いたいということです。 

 第３に、損害賠償請求行為請求事件、いわゆる住民訴訟についてです。前橋地裁にて敗訴したにも

かかわらず、控訴するということはどういうことか、町内をこれ以上混乱させないようにするのが、

首長である町長の任務ではないかということです。以前は、一審にて勝訴していたのに専決し、緊急

に和解してしまい、そのわけが、裁判費用が最高裁までいけば１，０００万円近い金がかかり職員も

繁忙を極めるので、その分を他の対応や福祉等に回し、和解したほうが得策と、こう考慮したと弁明

しましたが、今度は被告として訴えられ前橋地裁で敗訴になった、判決が納得できないと一転し、東

京高等裁判所に今度は控訴人として控訴することになったというが、これはどういうことかというこ

とです。控訴するに当たり、かかる費用は町税を使うということだが、これ以上町民を軽視、愚弄す

るのはやめ、どうしても納得がいかず行うのであれば、個人貫井孝道として控訴すればよいのではな

いかと思いますが、皆様はどのように思われるでしょうか。 

 以上を最初の質問といたします。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） １番笠原則孝議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、いじめ問題及び教職員の体罰についてでございますけれども、この部分につきまして

は教育長のほうから回答させていただきます。 

 ２番目の道の駅についてでございます。この規模については前にお話しして、その後の質問には答

えなかったのですけれども、笠原議員最後でございますので、もう一回細かくこの規模についてお話

をしたいと思います。たまむら道の駅（仮称）は、東毛広幹道、高崎・玉村インターチェンジ（仮称）

開通に伴い、農業及び地域の活性化を図る目的で農産物直売、農産物加工施設、地域物産品の販売を

核とした施設として計画されています。建設場所については既にご存じだと思いますが、インターチ

ェンジ東側に隣接する形でございます。施設の規模は、農産物直売所３００平米、農産物加工・情報

発信施設４８０平米、トイレ１３０平米、駐車台数は乗用車１２１台、身障者用２台、大型車２２台

程度と見込んでおります。 

 現在の進捗状況ですが、平成２７年４月オープンを目標に農振除外手続が済み、開発許可について

県の担当課と協議を進めているところでございます。建設予定地は市街化調整区域であり、開発許可

についてはハードルが高いと予想されますが、今後の町の進行上どうしても必要な施設であると考え

ておりまして、町が設置するふさわしい施設として公共性がある内容にとの県からの指導もあること

から、物品の販売だけでなく６次産業、食育、文化交流、観光交流の拠点として活用できるように内

容を検討しております。現在基本設計を作成しており、今月中に図面、建設費等の概要をお示しでき
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るものと考えております。 

 今後この施設をどう活用していくかの検討を進めなくてはなりません。昨年１１月に道の駅建設委

員会を発足し、道の駅について商工会、各地元農業者団体との協議を始めました。この委員会に期待

したいことは、この施設を活用してどのように地域おこしにつなげていくかということでございます。

基本設計ができましたら、具体的な運営方法の検討に入る予定であります。直売所でどう商売をする

かということより、皆でアイデアを出し合い道の駅が町の産業、観光、文化の情報発信基地としてい

かに活用していけるかを検討していただければと考えております。 

 そのほか道の駅の機能についてですが、全国的に災害時に道の駅が防災拠点として活用されている

事例が多数報告されております。今後この役割がさらに重要となると考えております。たまむら道の

駅では、この点に着目し、直売所を中心とした表の顔と、災害時には町民に対しさまざまな支援がで

きるような防災機能を充実させていこうと考えております。玉村町は、インターチェンジができるこ

とで群馬県における高速道路網のかなめになります。これにより、県内の防災拠点となり得る立地条

件となり、災害時には当施設を利用し、県内各所への支援拠点となることも可能であります。このよ

うに、たまむら道の駅は農業振興、地域の活性化を図るだけでなく、玉村町の玄関口として新たな観

光名所の核となり、さらには災害時には防災拠点として町民の生活をサポートする場として重要な施

設になると考えております。 

 続きまして、損害賠償請求事件についてのご質問でございます。この住民訴訟の控訴につきまして

は、先月７日に開催の臨時議会でもご説明を申し上げましたとおりでございますので、ご理解をして

いただきたいと思います。判決理由の中に明らかに誤認の点があり、このまま控訴せず認めてしまい

ますと、行政を運営するに当たり当町のみならず他の自治体にも大きな影響を及ぼす判例となってし

まうため、今回の控訴を決めた次第でございます。 

 笠原議員さんに大変ご心配をしていただきまして、お言葉をいただきましたのは真摯に受けとめた

いと思います。 

 以上でございます。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君登壇〕 

◇教育長（新井道憲君） 笠原議員さんご質問の、まず初めに教育委員会のあり方でございますが、

本町の教育委員会は、基本的には常に子供の健やかな成長を第一に学校とともに歩むという姿勢で、

いじめ、あるいは体罰その他の課題に取り組んでいるところでございます。行政方針にも、明るく・

厳しく・寄り添ってという方針を掲げまして、学校を支援するという立場から教育行政を今進めてい

るところでございます。 

 次に、いじめへの対応についてお答え申し上げます。まず、いじめとは子供が一定の人間関係にあ

る者から心理的、物理的攻撃を受けたことにより精神的な苦痛を感じているものということで、いじ
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めか否かの判断は、いじめられた子供の立場に立って行うものと定義されているところであります。

また、昨年度いじめに対する考え方や対応の仕方を共通理解し、いじめ問題の対応に関する指導体制

の強化を図るためにいじめ問題対策マニュアルを作成し、全教職員に配付したところであります。そ

の中で特に重視していることは、まず１つとして、いじめはどの学校にも、どの学級にも、どの子供

にも起こり得るものという基本認識に立つということです。そして、２つ目として、いじめの未然防

止、解消は早期発見、早期対応が第一であること、そして３つ目に、教職員間の共通理解のもと、保

護者、関係機関と連携し、子供に寄り添った問題解決に努めることを挙げ、各学校に今徹底している

ところであります。 

 各学校では、いじめの未然防止を図り、子供たち一人一人が安心して、かつ自分の力を思う存分発

揮して、それぞれが楽しい学校生活が送れることを第一に考え、先ほど申し上げました「明るく・厳

しく・寄り添って」をスローガンとした学校づくり、学級づくりに取り組んでいただいているところ

であります。しかしながら、子供たちはそれぞれ個性を持ち、コミュニケーション不足等による誤解

や思い違いなどのトラブルは、日常的に起こり得るものという基本認識に立ちまして、学年会議や職

員会議等で気になる子供についての情報交換を行い、複数の目で子供たちを見守る取り組みを工夫し

ているところです。さらには、毎月１回程度アンケート調査を行ったり、２者面談、３者面談などの

教育相談を行ったりと、いじめの未然防止に努めているところであります。 

 その中で、いじめと認められる事例が起こった場合には、校長の指示のもと生徒指導主任等を中心

として、いじめの事実の究明をいじめの被害者や加害者、周囲の児童生徒らからじっくり聞き、いじ

めの状況やいじめのきっかけ等の実態を把握し、事実に基づく指導を組織的に行っているところであ

ります。そして、いじめられた子供、いじめた子供への対応はもちろん、いじめを傍観していた周囲

の子供に対しても、いじめは絶対に許されない、いじめはいじめの起きた学級、学年等の集団全体の

問題であることとして、学年、学校全体の問題として対応しているところであります。いじめや不登

校を含めた児童生徒の問題行動等の月例報告は、県教委に報告しているところでありますが、本町と

しては結果の報告というよりは、一人一人に応じた対応を重視して今までも取り組んできましたし、

今後もそうしていきたいと考えているところであります。 

 次に、町内の学校において体罰は行われていないか、そしてそのことで処分を受けた教職員はいる

のかという質問にお答えさせていただきます。平成２４年度中、町内の小中学校において体罰が行わ

れたという報告はございません。したがいまして、処分を受けた教職員もおりません。体罰は、学校

教育法第１１条におきまして禁止されているところであります。そして、文部科学省からはどのよう

なものが体罰であり、どのようなものが体罰でないのか、基本的な考え方が示されております。繰り

返し示されているところで、今問題になっているのは、きのうその通知が参ったところでございます。

その中で体罰に該当するものは、身体に対する侵害を内容とする行為や肉体的苦痛を与えるような行

為に当たると判断される場合、その具体例として殴る、蹴る、正座、直立など特定の姿勢を長時間に
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わたって保持させる、それから用便のためにも室外に出ることを許さない、放課後に教室に残し食事

時間を過ぎても長くとめ置くなどということであります。一方、体罰でなく指導として認められるも

のは、具体的には放課後に教室に残して課題をさせる、授業中教室内に起立させる、学習課題や清掃

活動を課す、学校当番を多く割り当てる、立ち歩きの多い児童生徒を叱って席に着かせるなど、児童

生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常体罰には当たらないとされているところであります。 

 学校教育の現場では、毎日さまざまな方法で指導を行っているわけでありますが、その中には行き

過ぎではなかったか、あるいはもっと適切な指導方法がなかったかなどのご指摘をいただいたり、指

摘がないとしても、みずから反省に迫られたりするケースがあるのも事実であります。そのような場

合、学校は状況を調べ、それが体罰には当たらないとしても、指導に当たった教員に対して厳重に注

意したり、よりよい指導方法について指導、助言を行ったりしているところです。また、子供や保護

者と一緒に信頼関係の回復や、子供の今後の成長について相談するケースもございます。しかし、一

方で教員が強く指導することにちゅうちょする、あるいは厳しく指導することに臆病になるようでは、

本来子供の成長を願って行われるべき指導がしにくくなるという傾向もございます。教職員一人一人

が教育者としての責任と自覚、そして誇りを持って、子供たちを温かく、そして毅然とした姿勢で愛

情と情熱がある指導が行われるよう全ての学校を挙げて取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） それでは、自席より質問を申し上げます。 

 今先ほど教育長のほうから大分長々と話してもらったのですけれども、玉村町では、いじめで今問

題にかかっているようなことはないわけですか。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君発言〕 

◇教育長（新井道憲君） 今現在いじめで問題になっていることはございません。ただし、いじめで

あるというふうに認められた事案は、今年度については８件ございます。早期発見、早期対応により

まして全て解決しております。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） よくこれなんか見ますと、いじめが神奈川県の座間市であって、自殺まで至

ったという経緯がありますけれども、こういう場合はあれなのですか、ちょっとわからないのですけ

れども、やはり現場でもって先生たちがちょっと面倒くさいので、そこまで立ち入らないからだんだ

ん、だんだんエスカレートしていってしまったということなのですか、それとも玉村町においては教

育長が立派なもので、指導がすごくいっているから、全て全部上、下からどんなことでも、先ほど言
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いました一個もないけれども、それに似たようなものが８件あるということであれば、これはもう相

当すばらしいことなのです。ほかではいろいろあるし、そんなのある場合があるのですけれども、玉

村町の場合では今のところ８件、あってもそんな問題はないと、みんな恐らくそのままなしになった

ような状態、そういう解釈。それと、あといじめのアンケートなんていうのは何か配付されたのです

か。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君発言〕 

◇教育長（新井道憲君） いじめのアンケートは、それぞれ学校独自にやっている部分もございます

し、危機管理マニュアル等にもそのアンケートの例は載っておりますので、学校でそれぞれ取り組ん

でいるところでございます。要は早期発見、早期対応という一番大事なことは、先ほどいろいろ大き

な問題になっているということがありましたが、私は早期発見の一番の基本は、先生方の子供たちの

声が聞こえる、あるいは子供たちの姿が見える、あるいは子供たちのちょっとおかしな、ふだんと違

ったなということが感じられる、そういう感性が一番基本にあるのではないかなというふうに思いま

すし、学校と教育委員会との情報交換、連携、相談体制、これがやはり一番大事かなというふうに考

えています。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） 新聞見ますと、何か教育委員会の不要論だなんていうこともありますけれど

も、今教育長の話を聞いていますと、当玉村町では、また言いますけれども、教育長の指導がいいの

か何なのか、そんなことはないと今断言しました。いじめらしいいじめもないのだということなので、

これはもう我々が新聞報道で見て、危惧して老婆心ながらなってしまったのかなと、そう感じるので

すけれども、今後もそのようなことを信用して子供たちを預けて、そしてまた今問題になっているい

じめの早期発見を強調するということで、第三機関でよくスクールカウンセラーだの、スクールソー

シャルワーカーだのというのがありますけれども、当町としてはそういうのを導入するあれは今のと

ころないのであれば、今のところないという判断でよろしいのですか。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君発言〕 

◇教育長（新井道憲君） これは、いじめだけに限らず子供たちが持っている不安や悩み、さらには

最近は保護者の子育てに対する不安や悩み、個別に全部違います。ですから、学校に相談できる場合

もありますし、スクールカウンセラーに相談したほうが言いやすい場合もありますし、教育委員会に

相談に来たほうがいいという場合もありますし、ただ、その情報は全部流れますけれども。ですから、

それぞれの関係する相談機関がそれぞれの役割を果たしていく、それが大事なのだろうと。現在スク

ールカウンセラー、小学校にも玉村町は配置しております。それから、来年度については小中全てに
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配置されますし、相談機関としても今ふれあい教室がございます。さらには、発達障害のほうの相談

になると、通級教室でもその相談を順次受け付けているところでありますので、いろんな機関がそう

やって相談を通して悩みを解消していくことが大事だろうというふうに思っています。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） よくわかります。そうすると、これからもいじめだけではなく、相談事だと

いうことでスクールカウンセラーのほうはふやしていくということでございます。 

 それから、同じあれで今度は体罰なのですが、当玉村町では体罰はないということなので、我々子

供のときは毎日が体罰で、立たされて、バケツ持たされて、正座させられてというので、これは当た

り前だったのです、今ここにいる人は。それが何だか知らないけれども、世の中が余りにもひ弱にな

ってしまって、ちょっとぐらいのことで父兄が文句言ってくると。だから、先ほども教育長が言った

とおり、どこまでが教育でどこまでが暴力になるかわからないという、大体ちょっとした長時間座ら

せるとか、体にあれしてはいけないとなったけれども、またこれ新聞見ますと、群馬でもあるのです。

読売の３月１２日によりますと、私立高校の体罰が６校９件あったという、こんなのが出ているので

すけれども、やはりこの辺が、柔道の問題であんなことがあってもまだあるのかなと。もっとも柔道

でああいうふうになったから、皆さんがしゃべりやすくなったと、こうとったほうがいいのではない

かと思うところなのですが、玉村町でそういうのがなければ非常にいいことなのですけれども、今後

そのような問題で、やはりどうしてもスポーツ関係で、玉村町の場合は剣道と何ですか、そういうの

をやっていますけれども、行き過ぎた指導なんていうのはないと思うのですが、その点を詳しく教育

長のほうから。 

◇議長（浅見武志君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君発言〕 

◇教育長（新井道憲君） 今部活のことを中心にお話を承っているわけでございますが、きのう来た

通知にも、部活動ということの位置づけが学校教育の一環ですよと、教科指導で時間の枠には入って

いませんが、学校教育の一環ですよと、そういう立場で教員も指導しなさいという通知が来ておりま

す。それと同時に、子供の発達段階、体調、全てそういうものを踏まえた上で部活を指導する、だか

ら勝利主義だけでは、やっぱり子供の健全育成という観点から、部活動を見直せというふうな考え方

で指導しております。ですから、もしそういう中で、何か学校でそういう疑いがあるような事案があ

ると、今の段階では校長からすぐに教育委員会に相談の一報が入るという形になっておりますし、学

校と教育委員会が一緒になってその対応策が考えられるという体制が今できているというふうに思っ

ております。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 
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◇１番（笠原則孝君） ありがとうございました。大阪市のほうでこれ問題になって、大阪市のほう

では何か顧問のほうが校長よりか偉かったような感覚で、物を申せなかったという段階であんなよう

なことが起きたのではないかと思うのですけれども、今聞いたところ、当町においてはその辺は大丈

夫だということで安心しました。 

 そして、次にスマートインターの開設についてです。大分皆さんが言っているのですけれども、で

はどれだけの協力で、どういう団体があそこへ入っていくのかというのをちょっと、経済産業課でい

いのですか、筑井課長に聞きたいのですが、運営する団体。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 

◇経済産業課長（筑井俊光君） 運営する団体はまだ確定はしていないのですが、建設委員のメンバ

ーの方は商工会、それからＪＡ、それから各種農業団体、それからあとは食肉市場、区長会、そちら

のほうからのメンバーで構成しております。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） 私が農協の中で聞いたところ、農協としてはあっちへ出ないよと、はっきり

と言っているのです。なぜかというと、皆さん全然出なかったのですけれども、玉村町の四季彩館が、

あれが１年間で約１億１，０００万円の売り上げなのです。そして、でかくできたからか～ぜが当初

６億円売るのだと意気込んでいたのですが、３億６，０００万円。そして面積、からか～ぜの面積が

約６，６００平米、２００坪で、それに伴って道の駅では約９０坪ですよね、坪数にすると売り場の

面積は。そんなところでやって、正直な話向こうでそのぐらいの売り上げ、ではなぜかと言ったら、

こっちにある四季彩館が向こうへ行っても、今まで行った人が行ってくれないよという感覚もあるの

です。それに対していろんな意見もあると思うのですけれども、だから行っても採算ベースに乗らな

いのだと、こうなっているのです。それで、一応やるにはやるのだ、やるのだ、６次産業でやるのだ、

やるのだと、かけ声は非常に葉っぱの肥やしみたいに。ところが、では中身はどうなっているのだと、

本当にやる気があるのかと、だからみんな心配になってしまったと思うのです。その辺をじっくり町

長もないし、どこまで調べているか、だから私がさっき言った、先進地行って調べたのかと。先ほど

も言ったけれども、それでは道の駅、では正直な話、一番群馬県で売れているところはどこでしょう

か。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 

◇経済産業課長（筑井俊光君） 川場かなと思うのですが。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 
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◇１番（笠原則孝君） そうです。群馬県で非常にやっているのは、あそこは横浜市と姉妹都市みた

いのを組んでいるので、川場。この川場が６番目なのです、道の駅できたのが、いろいろ調べてみた

ら。筑井さんのところにもあるからわかると思うのですけれども。それで、次がこもちではないかと、

こもちが１２番目にできたと。それで、最近できたのが上武国道、深谷市からこっちに渡ってきます

よね、あそこのところを渡ってすぐのところを向こうから来ますと、右側のおおたなのです。これも

非常に広くて、これが２６番目なので、恐らく玉村町と高崎市が、どちらが早くわかるか知らないけ

れども、いずれにしろ玉村町ができると２７か２８というところなのです。 

 そんな中で、どのくらいやっていけるのだかと、それでこれ見ますと、道の駅が一番最初にできた

のはどこかと思ったら、何とへんぴなところなので、やはり駅がないのだから、山のほうからできる

ようになっています。これ上野村なのです。やっぱり上野村の次はどこだというと、次は今度大胡の

ほういってしまうのです。いろいろ調べていったら、館林市だとかあっちの平坦地にはないのです。

そんなので、数が少ないということです。やはりあるのは、どうしても中間山間部になるのかと。玉

村町は、どっちかというと先ほどみんなも言っているとおり平地なのです。今そんな中で道の駅とし

て勝負していくのであれば、本当にいろいろなところへ行ってやはり見てこないと、非常にいいなと

思ったのは、これ見て防災機能、これは最高です、見たら。石巻市が、やはり私も震災のときすぐ行

ってみて、石巻市のところのあれは防災、道の駅というよりも、インターの乗るところのちょうどあ

いたところなのです。あそこへ自衛隊が全部テント張って、建設されてやっていましたけれども、あ

そこのすぐ近くに赤十字があって、体制はもう万全になると。恐らく玉村町も、それを入れて防災機

能をやるのだというのですけれども、できれば防災は使いたくないと、時期的には。これはもう守り

ですから、できれば使いたくないのです。でも、ではゼロかというと、ゼロではないと、やはり備え

あれば憂いなし、やっておかなければならないという気持ちなのですが、そんな中で西のほうに高崎

市が巨大なマンモスというぐらいのでやると、非常にこれ調べなくてはならないのは、高崎市も３階

建てでやると、ららん藤岡並みのやつをつくるよと、こう言っているわけです。そうすると、今まで

バスターミナルで、いろんなところへ旅行に行っていたのが、藤岡から恐らく下滝へ来てしまうでは

ないかと思います。そして、なおかつ私たちも行ってきましたけれども、上里町もつくると。この上

里町と藤岡市の場合は、よく調べると何かおりなくても買えるらしいのです、インターから。ところ

が、玉村町と高崎市は一旦高速からおりないと物が買えないと、この辺がどうなっているかというこ

ともいろいろ考慮しながら調べると、そんな簡単に建設委員会開いて、６回開いてやりましたからい

いですなんていうものではないと思うので、やるからには、これ今みんな玉村町の生命線になるので、

本当に予算でもとって、じっくりやっぱりやっていただきたいと。中には、正直な話、本当に山の中

で、どうしようもないところでも売り上げ相当上がっているところがあるのです、調べてみますと。

だから、特色を出すのだと口ではいいですよ、特色を生かすのだ何だと言っても。では、どんなこと

をやるのだと。正直な話、玉村町で売るとなると、売る野菜はないのです。今言ったたまロンスティ
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ック、たまロンスティックと、たまロンスティックだけにいっぱい乗ってしまって、何かまた次を考

えなくてはならない。農協の中でも、野菜の出荷率は、佐波伊勢崎でやっているけれども、玉村町が

一番少ない、やっぱり多いのは境、東、赤堀のほうが多いのです。はっきり言って、玉村町の場合は

もう都市化になってしまっているから農業を余りしない。お米といっても、正直な話そんなに味的に

見るとやっぱり、言っては怒られてしまうけれども、上陽とか板井のほうがうまいのだよね。そんな

いろんな問題があるので、その辺を本当に考慮していかないと、やっぱりつくりました、いや、もう

全然売れないですよ。正直な話、調べてみたらセブンイレブンは大体、セブンイレブン経営している

人も今聞いているのだけれども、後ろで。１日やっぱり一番売るところだというと、最低ベースが

６０万円以上でないと、日販そのぐらいでないと合わないと、売るところでは７０万円幾らとみんな

売っているのですけれども、正直な話この玉村町の四季彩館だったら、１日平均非常に少ないです、

これ３８万円。１人当たり幾らかと計算したら、やっぱりからか～ぜで１，５００円です。玉村町の

そこの四季彩館、これ１，１２５円です、１人平均すると。いかに、ではそこにあれだけの金をかけ

て、７，９００万円の予算をとって、それ以上まだかかりますけれども、やっていくのであれば本当

に慎重に、やはりどのくらい、もう検討は何回されてもいいですからやっていただかないと、ちょっ

とやっぱり心配かなということもあるし、何か非常に立地条件的にははっきり言っていいのです。東

京に向かうのだったら玉村町へ来なければ、高崎市にいても玉村町に入ってこなければ行けないので

す。そこで、何とかいい方法を考えて、さっきは冗談言ったけれども、玉村町を通るのだったら買わ

ないとバーが開かないよとか、そんなわけにもいかないのだけれども、オーバーに言えばそんなもの

で何か考えながら、やっぱり知恵があるのだからやってきたのだけれども、どう思いますか、経済産

業課長。 

◇議長（浅見武志君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 筑井俊光君発言〕 

◇経済産業課長（筑井俊光君） 笠原議員さんのおっしゃることは、全て当たっていると思います。

それを踏まえて、今後建設委員会のほうで十分協議してやっていきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） そういうふうに言われてしまうと、何にも言うことがなくなってしまうので、

そういうことで検討のほう、失敗できませんので、よろしくお願いします。 

 次に、損害賠償請求事件について。うちの町長は人がいいから、人間的には非常にいいからすぐも

うあれしてしまって、中には、いや、玉村町に行きたいな、何でだいと言ったら、町長さん税金がな

ければ払ってくれるのだものと言っている冗談のあれもあるのだけれども、そんな中で最初は和解し

て、何でしてしまったのだと、そうしたらいろいろわけ聞いてみたら、町長が、とりあえず長引いて
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もしようがないのだから、その分、あのころは一応生存権なんて憲法の２５条ですか、生存権の問題

というのがあったから、それでされるのではないかと思って、非常にそんなので勝っているのにもか

かわらず、急遽和解してしまったと。はっきり言って急遽なのです、もう本当に。そして、今度はこ

れで落ちついていいのかなと思って、いろいろな意見もあったのだけれども、だんだん、だんだん来

ましたら、今度住民監査でもって前橋地裁で再度控訴されたら、前回は勝っていた町長が負けてしま

って、では今度はあれだからと東京高裁だということになって、それはもうわかります、意地でやる

のはわかるのだけれども、もう何とかこの辺を、どこかで終止符打ってもらいたいと思うのですけれ

ども、それについては一応、重田課長に言うのもあと９日で酷なのだけれども、どうしても行政の立

場でというのが新聞見ますと載っているのです、ここのところにこれが。玉村町町長が控訴だと、町

総務課は前年度に出した町長の和解の専決処分の報告が翌年度の最初の議会だったことが違法とは地

方自治法から解釈できないとしていると、これわからないので、この辺の説明をちょっと総務課長し

てもらえますか。 

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） 要するに自治体の経理は単年度主義ということで、１年１年決算をやっ

ていくというような形でございます。それですので、予算を決めて最後３月３１日で締めるという形

でございます。 

 今回の裁判の判決の要旨でいきますと、その単年度主義に反するから違法なのだというような部分

がございました。町としては、当該年度の３月３１日に専決をし、３月３１日にその予算を執行をし

ているわけです。専決の場合は、次の議会が開かれたときに議会に報告するというのが自治法にはご

ざいます。その自治法を守って、その年ですけれども、６月が専決後の初めての議会ということで６月

議会に報告したということでありまして、その６月議会に報告したことが違法だということになると、

全国の自治体が行っている年度末の専決ができなくなってしまうということもありまして、町として

は控訴を決めたということでございます。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） では、本当にやるというのは、だけれどもこの専決をやったというのは、６２万

円払った金額の専決なのでしょう、そうではないのですか。 

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） 専決については、予算の専決でございますので、６２万円も含めまして

全体の町の予算の手直しをそこで行っているということでご理解いただければと思います。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 
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              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） ですから、やはりそのことで言われているのだから、そういうことを言って

全て、では今までだってみんなしていると思うのです、専決でちょっとした小さいことは全部。そう

でなかったら諦めがきかないから。一応そういうことで、言葉じりだからこれはもうしようがない。

これで上までいって、正直な話もう既に、私は町長がどうのこうのというのではなくて、前の裁判費

用も正直な話７５万円ぐらいかかっているということです。そして、なおかつ６２万円くれてしまっ

て、７５万円かかってしまって二百何万円になって、なおかつまた今度あれですか、５０万円先月で

通りまして、これであれですか、この問題で闘っていて維持できる、勝てるという自信はあるのです

か、総務課長のほうは。総務課長、今度は定年になって行かなくなってしまうのではないかと思って。 

◇議長（浅見武志君） 総務課長。 

              〔総務課長 重田正典君発言〕 

◇総務課長（重田正典君） 町だけではなく、県の方だとか、町村会の方にいろいろ参考意見聞きま

した。内容的には、やっぱり自治法的にそれが認められないのはおかしいということの意見でござい

ました。裁判ですので、これで高裁の判決が出ない限りはどうのこうのというのはあるのですけれど

も、今の現状では、町としては町の言い分が正しいのではないかと考えています。 

◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） もっともそうですよね、自分が正しくないと思えば裁判なんかやったってこ

れはどうしようもない、こっちも正しいのだ、あっちも正しいのだからやるのであって、そんなこと

になるのだと思うのですけれども、今度は町長に聞きたいのですけれども、町長こんなことを抱えて

しまっていて、また町政やっていくのに大丈夫なのですか、いっそのこと個人的に、こんなものだっ

たらと自分のポケットマネーで措置してしまうような考えはないのですか。 

◇議長（浅見武志君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 笠原議員さんの町を混乱させないという、そういう考え方に対して私も同じ

でございます。町を混乱させたくないというのは、町長としても十分それは考えているわけでござい

ます。ただ、今総務課長が話したとおり、こういう仕事の上でのそういうような形がとれないと大変

なことになるということでございますので、前橋地裁ではそういう判決が出て、我々とすればこの判

決の趣旨は違っているのではないかということでございますので、もう一度高裁で再度それを審議し

ていただいて、結論を出していただくのがいいのではないかと。ですから、勝ち負けということでは

なくて、正確な判断を仰ぐというのが今回の裁判に対する考え方でございますので、笠原議員さんが

大変私のことを心配していただいているのは十二分に承知しておりまして、この辺については本当に

ありがたく感じております。 
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◇議長（浅見武志君） １番笠原則孝議員。 

              〔１番 笠原則孝君発言〕 

◇１番（笠原則孝君） そういうことで、皆さん傍聴の方も知っているとおり、一応そういうことで

町長は控訴するのだということをやっぱり理解していただいて、とり方は、それは自由です。そんな

中で、ただ一言町長に言いたいのは、町長は人がよ過ぎるのだよね、どうも見た目がいいし、そんな

ので心配なのです。だから、またどこかから人がよ過ぎてしまって、いい人だからいいというもので

はないので、優しいからいいとかというものではないので、やっぱり町長なのだから幾らか威厳を持

って、優しさでいいからというと、どうも前にも変なところから突っ込まれてしまう感じで、その辺

を町長、正直な話町の長なので、びしっとひとつやっていただいていければいいのではないかと思い

ます。 

 時間も１２分あるので、もういいよという人もいるので、大体話のほうも通ったと思いますので、

きょうはこの辺で、次回また機会ありましたら行いますので、ありがとうございました。 

                      ◇                   

〇散  会 

◇議長（浅見武志君） 以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて散会といたします。 

 なお、１９日火曜日は午後２時までに議場へご参集ください。 

 ご苦労さまでした。 

   午後３時１４分散会 
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